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【
要
約
】
　
織
田
政
権
に
よ
る
寺
社
支
配
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
説
が
対
立
し
つ
づ
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
前
提
に
、
主
に
織
田
政
権
に

お
け
る
寺
社
支
配
の
原
理
や
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
、
信
長
の
寺
社
支
配
類
型
を
、
①
「
全
面
的
弾
圧
」
型
、
②
「
全
薦
的
保
護
」
型
、
③

「
一
部
保
護
」
型
の
三
つ
に
分
類
し
た
。
そ
れ
を
通
し
て
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
信
長
の
寺
社
弾
圧
・
「
根
切
」
政
策
と
寺
社
保
護
・
寺
社
領
「
温
存
・

回
復
」
政
策
の
中
で
、
ど
ち
ら
か
だ
け
を
重
視
す
る
の
は
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
三
つ
の
類
型
に
わ
か
れ
る
基
準
に
つ
い
て
分
析

し
、
忠
節
↓
保
護
・
敵
対
↓
弾
圧
の
論
理
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
信
長
が
軍
事
的
奉
公
膳
忠
節
を
寺
社
に
求
め
る
事
例
は
、
主
に
天
正
初
期
に
集
中
し
て

お
り
、
織
田
政
権
の
安
定
化
に
つ
れ
、
そ
の
数
が
激
減
し
て
し
ま
う
現
象
と
そ
の
意
義
を
考
察
し
た
。
次
に
、
信
長
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
展
開
に
つ
い

て
検
証
し
た
。
特
に
従
来
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
、
信
長
の
高
野
山
に
対
す
る
「
悔
返
し
」
主
張
が
も
つ
意
味
を
分
析
し
、
そ
れ
と
秀
吉
と

の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
糾
明
し
た
。
ま
た
、
天
正
一
〇
年
甲
・
信
地
方
に
お
け
る
「
礼
銭
免
除
」
政
策
を
と
り
あ
げ
、
申
で
も
「
取
次
銭
」
の
免
除
に
注

油
し
た
。
礼
銭
は
中
世
、
と
り
わ
け
室
町
・
戦
国
期
に
盛
ん
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
時
期
に
わ
た
っ
て
織
田
政
権
も
室
町
幕
府
と
同
様
に
、
礼
銭
の
し
く
み
か

ら
脱
皮
し
え
ず
、
慣
行
化
し
た
中
世
以
来
の
礼
銭
構
造
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
織
田
政
権
が
か
か
る
構
造
か
ら
の
脱
皮
へ
と
そ
の
方

向
を
転
換
し
た
の
を
、
こ
の
甲
・
信
地
方
の
「
礼
銭
免
除
」
政
策
と
し
、
織
田
政
権
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
と
し
て
天
正
一
〇
年
に
注
目
す
べ
き
だ
と
提

唱
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
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は
　
じ
　
め
　
に

　
元
亀
二
年
（
～
五
七
～
）
九
月
一
二
日
、
信
長
に
よ
る
延
暦
寺
焼
打
ち
は
、
伝
統
的
権
威
を
誇
る
寺
社
勢
力
と
の
断
絶
を
は
か
っ
た
織
田
政

権
の
近
世
的
姿
勢
を
示
す
象
徴
的
事
件
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
信
長
は
延
暦
寺
以
外
に
も
武
力
を
も
っ
て
、
本
願
寺
・
高
野
山
ら
寺
社
に

徹
底
的
な
弾
圧
を
加
え
、
多
数
の
僧
侶
を
殺
し
、
数
多
い
寺
社
領
を
も
没
収
し
た
。
特
に
長
島
・
越
前
の
一
向
一
揆
勢
力
に
対
す
る
「
根
切

り
」
と
い
わ
れ
る
皆
殺
し
政
策
は
、
実
に
「
前
代
未
聞
」
と
い
っ
て
よ
く
、
織
田
政
権
の
寺
社
勢
力
に
対
す
る
弾
圧
の
頂
点
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
政
策
の
核
心
は
寺
社
に
対
す
る
「
弾
圧
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
織
田
政
権
が
近
世
権
力
で
あ
る
こ
と
の
有

力
な
根
拠
で
も
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
最
初
辻
善
之
助
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ
の
説
は
、
今
井
林
太
郎
・
朝
尾
直
弘
氏
に
よ
っ
て
継
承
・
発
展
さ
れ
た
。
今
井
氏
は
、
辻
説
に

欠
け
て
い
る
信
長
に
よ
る
寺
社
勢
力
に
対
す
る
弾
圧
の
必
然
的
契
機
や
内
的
構
造
を
、
寺
社
の
上
分
権
を
排
除
し
一
円
領
主
と
な
る
こ
と
を
望

ん
で
い
た
土
豪
的
名
主
層
の
動
向
を
中
心
に
分
析
す
る
。
同
氏
は
寺
社
勢
力
を
伝
統
的
権
威
に
立
つ
勢
力
と
み
、
信
長
は
独
力
で
は
一
円
領
主

に
成
長
す
る
こ
と
の
困
難
な
土
豪
的
名
主
層
を
家
臣
団
に
編
入
し
、
寺
社
勢
力
に
徹
底
的
な
戦
い
を
挑
み
、
そ
の
伝
統
的
・
中
世
的
権
威
を
否

　
　
　
　
　
②

興
し
た
と
す
る
。
一
方
朝
尾
氏
は
、
織
田
政
権
に
対
す
る
最
大
の
対
抗
勢
力
を
伝
統
的
顕
密
寺
社
で
は
な
く
、
百
姓
層
ま
で
抱
き
込
ん
だ
一
向

一
揆
・
本
願
寺
と
み
、
一
向
～
揆
と
の
戦
い
の
中
で
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
克
服
を
痛
感
し
た
信
長
は
、
自
ら
「
神
格
化
」
を
と
げ
、
「
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
は
他
の
主
な
く
、
彼
の
上
に
万
物
の
造
主
も
な
い
」
絶
対
者
と
し
て
「
地
上
に
継
て
」
君
臨
す
る
道
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
両
者
の
主
な
論
点
や
観
点
は
多
少
異
な
っ
て
い
る
が
、
織
田
政
権
を
近
世
権
力
と
み
、
信
長
に
よ
る
寺
社
抑
圧
や
寺
社
勢
力
の
屈
服
を
重
視

す
る
こ
と
に
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
し
今
井
説
や
朝
尾
説
は
、
織
田
政
権
の
寺
社
政
策
を
全
面
的
に
分
析
し
た
結
果
と
は
い
い
が
た
く
、
そ
の

一
部
に
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
信
長
に
よ
る
寺
社
勢
力
に
対
す
る
「
弾
圧
」
の
面
を
強
調
す
る
両
説
で
は
、
そ
れ
と
同
時
に
一
見
矛
盾
し

た
、
室
町
幕
府
の
政
策
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
る
織
田
政
権
に
よ
る
寺
社
領
安
堵
・
保
護
政
策
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
、
と
い
う
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点
が
追
求
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
、
戦
前
に
田
中
義
成
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
田
中
説
を
継
承
・
発
展
し
、
信
長
の
寺
社
勢
力
に
対
す

る
妥
協
的
姿
勢
を
重
視
し
て
い
る
の
が
、
脇
田
修
氏
で
あ
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
信
長
に
は
最
後
ま
で
寺
杜
な
ど
伝
統
的
勢
力
を
排
除
す
る
意

図
が
全
く
な
く
、
彼
も
室
町
幕
府
の
よ
う
に
、
中
世
土
地
所
有
の
基
本
原
則
の
　
つ
で
あ
る
「
当
知
行
」
の
原
理
を
基
準
に
、
寺
社
領
を
安
堵

し
て
い
る
。
織
田
政
権
は
決
し
て
、
荘
園
制
の
廃
止
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
寺
社
領
を
「
温
存
・
回
復
」
す
る
政
策
を
実
施
し
て

　
　
　
　
　
⑤

い
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
脇
田
説
も
、
信
長
の
寺
社
本
所
領
に
関
す
る
荘
園
政
策
を
分
析
す
る
に
と
ど
ま
り
、
織
田
政
権
の
寺
社
政
策
に
関
す

る
全
面
的
分
析
と
は
い
い
が
た
い
。
信
長
が
寺
社
領
「
温
存
・
回
復
」
政
策
と
同
時
に
、
な
ぜ
延
暦
寺
の
焼
打
ち
、
長
島
や
越
前
の
　
向
｝
揆

の
「
皆
殺
し
」
な
ど
、
寺
社
に
対
し
て
超
強
硬
政
策
を
と
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
構
造
や
信
長
の
論
理
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
し
か
し
、
以
上
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
今
井
・
朝
尾
・
脇
田
説
で
あ
る
が
、
近
年
に
な
っ
て
も
、
こ
の
両
説
を
克
服
し
た
研
究
は
あ
ら
わ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
主
な
原
因
は
何
よ
り
、
織
田
政
権
の
考
社
支
配
・
政
策
の
実
像
に
関
す
る
実
証
的
研
究
が
全
般
的
に
少
な
い
こ
と
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
思
わ
れ
る
。
～
向
一
揆
・
本
願
寺
に
つ
い
て
は
雁
大
な
研
究
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
は
安
土
宗
論
、
延
暦
寺
焼
打
ち

　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
ど
、
ご
く
一
部
の
研
究
し
か
な
い
。
確
か
に
実
証
的
研
究
が
す
こ
し
ず
つ
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
本
願
寺
・
一
向
一
揆
に

限
ら
れ
、
未
だ
充
分
と
は
い
い
が
た
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
を
前
提
に
、
主
に
、
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
祉
支
配
の
原
理
や
構
造
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。
た

だ
し
本
願
寺
な
ど
個
別
的
な
専
院
や
神
社
を
分
析
対
象
に
す
る
女
嫌
方
法
を
と
ら
ず
、
寺
社
勢
力
全
般
に
対
す
る
織
田
政
権
の
政
策
を
で
き
る

か
ぎ
り
総
合
的
に
分
析
す
る
。

　
ま
ず
、
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
実
像
、
そ
の
支
配
原
理
を
考
察
す
る
。
織
田
政
権
に
は
幾
つ
か
の
寺
社
支
配
類
型
が
設
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
応
じ
寺
社
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
と
、
信
長
に
と
っ
て
寺
社
弾
圧
・
「
根
切
」
政
策
と
寺
社
保
護
・
寺
社
領
「
温
存
・
回
復
」

政
策
は
決
し
て
対
立
・
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
併
存
し
う
る
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
す
る
。
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次
に
、
織
田
政
権
の
成
立
と
展
開
に
照
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
展
開
過
程
を
考
察
す
る
。
織
田
政
権
は
そ
の
性

格
の
変
化
と
と
も
に
、
各
段
階
に
お
け
る
寺
社
支
配
に
も
そ
れ
と
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
尾
氏
以
外

の
先
行
研
究
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
朝
尾
氏
も
主
に
一
向
宗
と
の
関
係
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、

こ
の
問
題
は
よ
り
詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
天
正
一
〇
年
に
注
目
し
た
い
が
、
先
行
研
究
は
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま

り
触
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
①
辻
氏
は
、
儒
長
に
お
け
る
寺
院
政
策
の
核
心
を
仏
教
勢
力
に
対
し
て
積
極
的
な
　
　
三
鬼
清
一
郎
氏
の
挑
判
ハ
「
織
田
政
権
の
権
力
構
造
」
講
座
日
本
近
世
史
一
明
幕

　
　
破
壊
を
く
わ
え
た
「
強
圧
・
圧
迫
」
政
策
と
み
、
こ
れ
は
信
長
が
仏
教
の
権
威
を
　
　
　
　
　
絹
漉
国
家
の
成
立
』
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
、
の
ち
藤
木
久
志
編
『
織
田
政
権
の

　
　
否
定
し
て
い
た
か
ら
可
能
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
辻
善
之
助
噸
日
本
仏
教
史
瞼
近
世
　
　
　
　
　
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
所
収
、
一
〇
〇
頁
）
が
あ
る
。
確
か
に
信
長

　
　
編
之
一
の
第
九
章
第
一
下
野
織
田
信
長
の
宗
教
政
策
」
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
　
　
　
　
　
に
よ
る
「
神
格
化
」
を
そ
の
ま
ま
す
べ
て
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が

　
　
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
る
。
し
か
し
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
の
記
録
の
み
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
悉
く
否
定

②
今
井
林
太
郎
門
信
長
の
出
現
と
中
世
的
権
威
の
否
定
偏
（
岩
波
講
座
百
本
歴

　
史
』
近
世
一
、
一
九
六
三
年
）
四
九
頁
。

③
朝
尾
直
弘
「
「
将
軍
権
力
」
の
創
出
（
丁
二
）
（
三
）
（
四
）
」
（
隅
歴
史
評
論
㎞

　
二
四
一
・
二
六
六
・
二
九
王
号
、
一
九
七
一
・
七
二
・
七
四
年
、
の
ち
同
朔
将
軍

　
権
力
の
創
出
㎞
岩
波
書
店
、
～
九
九
四
年
に
所
収
、
二
九
頁
）
。
し
か
し
「
神
格

　
化
」
論
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
翌
翌
性
が
問
題
視
さ
れ
、
門
武
田
氏
滅
亡
の
感
謝

　
を
こ
め
て
、
宗
教
儀
式
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
信
長
が
神
と
な
っ
た

　
こ
と
は
、
他
の
史
料
に
も
み
ら
れ
ず
、
信
葱
性
が
薄
い
」
と
す
る
脇
田
修
氏
の
批

　
判
（
噸
近
世
封
建
制
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、
二
九
九
～

　
三
〇
〇
頁
）
と
、
「
こ
の
出
典
は
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
の
記
録
の
み
で
、
日
本
側

　
の
史
料
で
は
、
ま
っ
た
く
裏
付
け
が
無
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
も
し
も
信
長
が
、

　
全
国
の
寺
社
か
ら
、
大
切
な
本
尊
や
神
体
を
召
し
上
げ
た
と
す
れ
ば
、
僧
侶
や
神

　
官
達
は
死
を
賭
し
た
抗
議
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
痕
跡
す
ら

　
確
認
で
き
な
い
か
ら
、
宣
教
師
の
記
録
そ
の
も
の
を
疑
う
べ
き
で
あ
る
偏
と
し
た

　
す
る
必
要
は
な
く
、
信
長
が
自
分
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
、
そ
れ
と
類
似
し
た

　
行
纂
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
記
録
も
残
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
特
に
そ
れ
が
天
正
一
〇
年
だ
っ
た
と
い
う
そ
の
時
点
が
注
目
さ
れ
る
。

④
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
信
長
の
叡
山
な
ど
寺
社
攻
め
は
堕
落
し
た
「
悪
僧
」
に
か

　
ぎ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
そ
の
も
の
を
排
撃
せ
ず
、
信
長
は
逆
に
学
僧
尊

　
重
・
敬
神
の
講
社
政
策
を
施
し
た
と
さ
れ
る
（
同
「
信
長
と
宗
教
」
『
織
田
時
代

　
史
』
明
治
害
院
、
～
九
二
四
年
、
の
ち
講
談
社
学
術
文
庫
で
復
剃
、
～
九
八
○
年
）
。

⑤
脇
細
修
「
重
刷
政
権
下
に
お
け
る
荘
園
領
」
『
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
』
（
東
京

　
大
学
出
版
会
、
～
九
七
五
年
中
。

⑥
両
説
の
主
張
が
全
く
相
い
れ
な
い
原
因
は
、
脇
田
氏
は
信
長
の
寺
社
領
荘
園
政

　
策
、
今
井
・
朝
尾
氏
は
信
長
と
寺
社
の
関
係
な
い
し
そ
の
政
治
的
動
向
を
密
な
対

　
象
と
す
る
と
い
う
分
析
方
法
の
差
に
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
信
長
の
地
位

　
に
対
す
る
両
者
の
異
な
る
評
価
で
あ
る
。
脇
田
氏
は
「
寺
社
領
な
ど
の
鼠
落
は
、

　
信
長
も
お
こ
な
い
、
家
臣
団
に
お
い
て
も
押
妨
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
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論
理
的
に
は
、
こ
れ
を
正
当
化
は
で
き
ず
、
朝
廷
か
ら
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
押
妨

　
を
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（
脇
田
修
糊
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
』
一
七
五

　
頁
）
と
信
長
を
把
握
し
て
い
る
反
面
、
今
井
氏
は
「
仏
の
霊
験
を
誇
っ
て
い
た
寺

　
院
も
、
彼
の
権
力
の
前
に
は
ま
っ
た
く
無
力
な
存
在
で
扁
（
今
井
林
太
郎
、
前
掲

　
論
文
、
八
二
頁
）
、
「
信
長
の
前
に
は
中
世
以
来
の
宗
教
的
な
権
威
は
ま
っ
た
く
通

　
宣
し
な
か
っ
た
」
（
同
右
、
八
三
頁
）
と
、
朝
尾
氏
は
信
長
が
神
仏
自
体
を
否
定

　
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
神
仏
を
し
て
自
分
を
崇
拝
さ
せ
自
ら
神
格
化
を
と
げ
、
絶

　
対
者
の
道
を
た
ど
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
脇
田
・
今
井
氏
に
は
織
田
政
権
の
段

　
階
差
に
よ
る
寺
社
政
策
の
変
化
と
い
う
認
識
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
朝
尾
氏
の
よ
う

　
に
段
階
差
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

⑦
笠
原
～
男
豊
向
～
揆
の
研
究
睡
（
山
川
出
版
社
、
　
九
六
二
年
）
。
井
上
鋭
夫

　
『
一
向
　
揆
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
～
九
六
八
年
）
。
藤
木
久
志
「
統
一
政
権

　
の
形
成
扁
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
腕
九
、
一
九
七
五
年
）
。
峰
岸
純
夫
「
一
向
一

　
揆
扁
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
睡
九
、
　
一
九
七
五
年
）
。
神
田
千
里
「
石
山
合
戦
に

　
お
け
る
近
江
一
向
一
揆
の
性
格
」
（
糊
歴
史
学
研
究
』
四
四
八
、
一
九
七
七
年
）
。

　
峰
岸
純
夫
編
『
本
願
寺
・
　
向
一
揆
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
　
九
八
四
年
）
。

　
藤
木
久
志
コ
向
一
揆
論
扁
『
講
座
日
本
歴
史
㎞
中
世
二
（
東
京
大
学
出
版
会
、

1
　
三
つ
の
類
型

一
　
寺
社
支
配
の
類
型
と
原
理

　
一
九
八
四
年
）
。
辻
川
達
雄
『
織
田
信
長
と
越
前
一
向
一
揆
㎞
（
誠
文
堂
新
光
社
、

　
一
九
八
九
年
）
。
稲
本
紀
昭
「
織
田
信
長
と
長
島
一
揆
嚥
糊
日
本
国
家
の
史
的
特

　
工
臨
（
思
文
閣
、
｝
九
九
五
年
）
。
神
田
千
里
『
信
長
と
石
山
合
戦
隔
（
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

⑧
辻
善
之
助
「
安
土
宗
論
」
前
掲
書
。
中
尾
尭
讐
安
土
宗
論
の
史
的
意
義
」
（
『
日

　
本
歴
史
騒
　
一
一
二
、
～
九
五
七
年
）
。
藤
井
学
「
日
題
宗
徒
の
活
躍
」
魍
京
都
の
歴

　
史
』
四
（
学
芸
書
林
、
一
九
六
九
年
）
。
半
田
実
「
安
土
｛
衆
論
に
つ
い
て
扁
（
隅
年

　
報
国
世
史
研
究
睡
五
、
一
九
八
○
年
）
な
ど
。

⑨
田
中
義
成
、
前
掲
書
。

⑩
織
田
政
権
は
本
願
寺
の
「
大
坂
並
扁
体
制
を
解
体
し
た
と
す
る
藤
木
久
志
説

　
（
「
統
一
政
権
の
成
立
」
前
掲
論
文
）
を
継
承
し
、
そ
れ
を
信
長
の
寺
内
町
特
権

　
に
対
す
る
態
度
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
堀
新
m
織
田
権
力
の
寺
内
町
政
策
扁

　
（
噸
古
文
書
研
究
輪
一
一
一
三
、
一
九
九
〇
年
）
。
脇
田
説
に
同
意
し
、
信
畏
が
自
分
に

　
敵
対
し
な
い
寺
院
、
又
一
度
敵
対
し
た
も
の
の
、
降
参
し
た
寺
社
に
対
し
て
は

　
「
寺
内
町
」
特
権
を
保
護
し
て
い
た
と
す
る
神
田
千
里
（
『
信
長
と
石
由
合
戦
魅

　
前
掲
書
）
。
そ
の
他
、
中
尾
罰
盃
『
論
集
日
本
仏
教
船
下
六
（
雄
山
閣
、
一
九
八

　
八
年
）
所
収
論
文
な
ど
。

　
信
長
に
と
っ
て
寺
社
に
対
す
る
弾
圧
・
保
護
政
策
は
決
し
て
相
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
九
月
、
信
長
は
次
の

文
書
を
下
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
続
き
、
僧
侶
・
百
姓
に
対
す
る
皆
殺
し
を
強
行
す
る
な
ど
、
一
向
～
揆
に
対
す

る
弾
圧
の
度
が
頂
点
に
達
し
た
時
点
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
で
さ
え
弾
圧
と
保
護
政
策
は
併
存
し
て
い
た
。

（175）5



11
宛
行
二
郡
中
寺
庵
領
・
枇
領
、
悉
可
相
落
之
、
給
人
衆
有
之
領
内
寺
社
領
可
否
同
前
、
但
侃
事
給
人
二
可
遣
之
も
可
有
之
事
（
A
）
、

　
こ
の
文
書
は
内
容
か
ら
み
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
か
り
に
、
こ
れ
を
そ
れ

ぞ
れ
信
長
の
寺
社
支
配
に
お
け
る
A
型
・
B
型
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
A
型
は
「
和
泉
一
国
一
揆
寺
内
漫
事
、
悉
重
富
破
却
之
」
と
か
、
「
為
曲
事
、
惣
寺
領
悉
尊
重
有
御
勘
案
」
の
よ
う
に
、
番
所
を
は
じ
め
寺

社
に
対
す
る
全
面
的
弾
圧
を
と
も
な
う
。
従
っ
て
「
全
面
的
弾
圧
」
型
と
も
い
え
よ
う
。
延
暦
寺
や
一
向
宗
系
寺
院
は
こ
の
類
型
に
属
す
る
代

表
的
事
例
で
、
信
長
は
自
分
に
敵
方
し
た
寺
社
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
こ
れ
を
適
用
し
て
い
る
。
B
型
と
分
類
さ
れ
る
代
表
的
な
寺
社
は
織

田
社
を
は
じ
め
、
熱
田
社
・
曇
華
院
・
長
福
寺
・
仁
和
寺
・
宝
鏡
寺
な
ど
が
あ
る
。
守
護
不
入
の
権
利
が
保
証
さ
れ
た
寺
社
は
ほ
ぼ
こ
れ
に
当

た
る
。
信
長
の
祈
願
所
、
天
皇
の
勅
願
所
、
無
縁
所
な
ど
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
れ
ら
寺
社
は
、
信
長
か
ら
守
護
不
入
権
を
は
じ
め
、
寺
領
安
堵
、

課
役
免
除
な
ど
様
々
な
保
護
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
点
で
B
型
は
「
全
面
的
保
護
」
型
と
も
い
え
よ
う
。

　
A
型
を
強
調
す
れ
ば
、
信
長
が
寺
社
の
伝
統
的
権
威
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
B
型
を
強
調
す
れ
ば
、
信
長
が
伝
統
的
権
威
と
妥
協
し
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
A
型
と
B
型
は
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
併
存
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
A
型
で
あ
れ
B
型
で
あ
れ
、

、
織
田
大
明
神
領
之
義
二
付
、
先
祖
別
而
子
細
有
之
儀
沼
間
、
一
切
不
可
落
旧
事
（
B
）
、

　
　
　
　
　
　
以
上
、

　
　
天
正
参
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
長
）

　
　
　
九
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
印

　
　
　
　
　
（
光
治
）

　
　
　
　
不
破
河
内
守
殿

　
　
　
　
　
（
成
政
）

　
　
　
　
佐
々
内
蔵
助
殿

　
　
　
　
　
（
利
家
）
　
　
　
　
①

　
　
　
　
前
田
又
左
衛
門
尉
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閾
塾
す
る
（
A
部
分
）
と
、
特
別
に
保
護
す
る
（
B
部
分
）
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そ
れ
ぞ
れ
は
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配
方
式
の
一
つ
の
類
型
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
織
田
政
権
の
寺
社
に
対
す
る
政
策
が

全
面
的
弾
圧
と
全
面
的
保
護
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
A
型
・
B
型
の
枠
に
入
ら
な
い
様
々
な
寺
社
支
配
の
形
態
が

存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
か
り
に
C
型
と
す
る
。

　
信
長
に
よ
る
寺
社
保
護
の
内
容
は
概
ね
、
①
守
護
不
入
（
自
検
断
・
謎
責
使
入
部
禁
止
・
ア
ジ
ー
ル
権
）
、
②
寺
領
・
職
の
安
堵
、
寄
進
・
還
付

（
安
堵
系
）
、
③
諸
役
・
臨
時
・
薪
儀
の
課
役
、
借
銭
・
質
物
・
徳
政
の
免
除
（
免
除
系
）
、
④
不
法
行
為
（
狼
籍
・
乱
妨
・
陣
取
・
放
火
・
竹
木
伐

採
・
寄
宿
）
の
停
止
（
停
止
系
）
、
⑤
そ
の
外
（
宗
教
活
動
の
保
証
・
支
援
な
ど
）
に
分
類
さ
れ
る
。
表
1
は
、
こ
の
よ
う
な
信
長
に
よ
る
保
護
の
数

を
年
代
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
C
型
は
大
抵
こ
の
中
に
一
つ
か
二
つ
か
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
当
然
守
護
不
入
な
ど
特
別
な
特
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
表

1
に
示
し
た
よ
う
に
、
約
二
八
一
件
の
保
護
の
中
で
、
安
堵
感
・
免
除
系
・
停
止
系
の
す
べ
て
が
保
護
さ
れ
た
の
は
、
一
六
件
し
か
な
く
、
守

護
不
入
権
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
二
三
件
に
止
ま
る
。
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
に
対
す
る
保
護
の
大
半
は
、
寺
領
安
堵
な
ど
に
止
ま
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
社
領
は
安
堵
さ
れ
た
も
の
の
、
「
落
来
」
田
畠
に
対
し
て
、
毎
年
四
百
石
の
運
上
米
や
軍
役
四
百
人
の
陣
詰
を
命
じ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

永
禄
一
二
年
（
～
五
六
九
）
の
賀
茂
社
や
、
同
じ
く
寺
領
は
安
堵
さ
れ
た
も
の
の
、
「
相
除
臨
時
課
役
、
無
相
違
御
寺
納
簡
（
肝
）
要
項
」
と
、

臨
時
課
役
は
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
天
正
九
年
（
　
五
八
一
）
の
山
城
金
蔵
寺
は
、
そ
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
。
陣
詰
め
・
課
役
負
担
の
か
わ
り

に
、
信
長
か
ら
寺
領
安
堵
な
ど
の
保
護
を
受
け
る
。
同
じ
保
護
の
側
面
を
有
し
て
い
て
も
、
寺
領
安
堵
な
ど
一
部
だ
け
が
保
護
さ
れ
る
C
型
は
、

寺
領
安
堵
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
守
護
不
入
権
さ
え
認
め
ら
れ
る
B
型
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
C
型
は
「
一
部
保
護
」

型
と
も
い
え
よ
う
。

　
従
っ
て
、
闘
所
処
分
を
寺
社
支
配
に
お
け
る
信
長
の
基
本
政
策
と
す
る
の
は
再
考
を
要
す
る
。
奥
野
高
広
氏
は
織
田
政
権
の
両
面
性
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
が
ら
も
、
「
黒
鍵
は
原
則
と
し
て
置
所
、
こ
れ
が
織
田
政
権
の
基
本
政
策
の
大
き
な
柱
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
織
田
政
権
の
寺
社
支

配
に
は
現
実
的
に
戦
勢
さ
れ
た
寺
社
（
A
型
）
以
外
に
、
一
部
だ
け
が
保
護
さ
れ
た
寺
社
（
C
型
）
、
特
別
に
保
護
さ
れ
た
寺
社
（
B
型
）
が
存
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表1　保護の形態・数

年 安堵系 免除系 停止系 二つ系

ﾌ保護

一　　　マフ

ｱ二つボ

ﾌ保護

その外 　小計
i守護不入）

寺領・職

E年貢米

E地子銭

ﾈど安堵

E寄進・

ﾒ付

課役（諸

�E新儀
E非分）

ﾘ銭・質

ｨ・徳政

ﾈど免除

狼籍・放

ﾎ・陣取
E寄宿・

|筒伐採

ﾈど不法

s為停止

上洛以前（永禄11） 13 5 3 7 8 6 52（10）

上洛以後～元亀4 33 5 24 13 3 8 86（6）

天正1～天正3 26 2 11 9 3 7 58（4）

天正4～天正7 20 1 8 4 1 9 43（2）

天正8～天正10 12 3 27 玉 9 52（1）

総計 104 13 49 60 16 39 281（23）

注1、表は奥野高広ぎ増訂織田信長文書の研究』をもとに作成。

注2、年度が特定されない文書は外した。また、信長の意志とは関連がなく、その家臣の独自的

　判断によるものとされる文書は除外し、信長の朱印状・判物や家臣の奉書に限定した。

注3、融状がある場合も同～内容であれば、別に数えず一括し、宛名が寺社・僧侶以外の場合

　（何々荘・村など）、原則的には除外した。

注4、守護不入の寺社は以下の如くである。

①上洛以箭：天文18年の尾張熱田社、同23年の尾張法輪寺、永禄1年の尾張雲興寺、同年の

　　尾張正眼寺、同3年の尾張東竜奪、同5年の尾張阿弥陀寺、同6年の尾張妙興寺、同7年の

　　尾張定光寺、同8年の尾張津島社、同10年の尾張蓮台寺

②上洛以後一元亀4：永禄11年目近江百済寺、同12年の摂津忍頂寺、元亀1年の山城曇華院、

　　同3年の摂津長遠寺、同3年目山城長福寺、同4年の山城長福寺

③天正1一天正3：天正1年の越前織田社、同1年の山城仁和寺、同2年の由城柵副寺、同

　　2年の山城宝鏡寺

④天正4～天正7：天正5年の山城長福寺、同7年の尾張小松寺・遍照寺

⑤天正8～天正IO：天正9年の大和大乗院

注5、時期区分の指標は、天正1：義昭追放、天正4：安土城建設、天正8：本願寺屈服。

類
さ
れ
る
。
閾
所
だ
け
を
寺
社

C
型
と
い
う
三
つ
の
類
型
に
分

た
。
閾
所
は
あ
く
ま
で
三
つ
の

類
型
の
中
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、

織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配

は
現
実
的
に
は
A
型
・
B
型
・

安
堵
の
専
修
寺
、
諸
役
免
除
の

　
　
⑨

専
照
寺
、
寺
建
立
許
可
の
西
蓮

⑩寺
、
諸
役
・
夫
役
免
除
、
山
林

　
　
　
　
　
　
　
⑪

伐
採
禁
止
の
大
滝
寺
、
霊
供
米

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

徴
収
権
安
堵
の
慈
眼
寺
が
あ
っ

寺⑧・

’專

囲
を
限
っ
て
み
て
も
、
寺
社
保

護
の
事
例
は
数
多
く
み
ら
れ
、

寺
舎
以
下
建
立
許
可
の
誠
照

　
　
　
　
　
　
　
⑦

寺
・
証
誠
寺
・
專
照
寺
、
寺
領

天
正
三
年
の
越
前
に
、
そ
の
範

在
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
信
長
に
よ
る
寺
社

弾
圧
の
「
頂
点
」
と
も
い
え
る
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織田政権における寺社支配の構造（朴）

支
配
の
基
本
政
策
と
す
る
の
は
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
画
所
は
決
し
て
寺
社
に
対
す
る
信
長
の
基
本
政
策
で
は
な
い
。
閾
所
で
あ

れ
、
守
護
不
入
権
で
あ
れ
、
状
況
に
応
じ
て
三
つ
の
類
型
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
の
が
寺
社
に
対
す
る
織
田
政
権
の
基
本
政
策
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
三
つ
の
類
型
が
時
期
に
よ
っ
て
は
変
化
し
う
る
流
動
性
を
も
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
あ
る
寺
社
に
対

す
る
信
長
の
支
配
類
型
は
決
し
て
、
堅
く
固
定
さ
れ
た
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
時
期
に
よ
っ
て
変
化
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
近
江
の
百
済
寺
は
そ
の
典
型
的
な
例
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
、
百
済
寺
は
信
長
の
祈
願
所
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

様
々
な
特
権
を
受
け
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
天
正
元
年
（
｝
五
七
三
）
に
至
り
、
一
揆
に
味
方
し
た
百
済
寺
は
信
長
を
敵
に
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
結
果
、
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
「
四
月
十
一
日
、
百
済
坪
当
（
堂
）
塔
伽
藍
坊
舎
仏
閣
悉
く
灰
儘
と
な
」
っ
て
し
ま
っ
た
。
永
禄
一
一
年
の
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

済
寺
は
B
型
、
天
正
元
年
の
そ
れ
は
A
型
と
い
え
よ
う
。

　
信
長
に
と
っ
て
、
寺
社
に
対
す
る
徹
底
的
弾
圧
と
寺
社
領
安
堵
な
ど
の
保
護
は
、
決
し
て
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
併
存

し
う
る
も
の
で
、
現
実
的
に
は
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
類
型
と
し
て
存
在
し
た
。
信
長
は
あ
る
寺
社
に
対
し
て
は
、
こ
の
三
つ
の
類
型
の
中
で
い

ず
れ
か
を
適
用
し
た
。
こ
れ
が
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
原
則
で
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
保
護
か
弾
圧
か
の
ど
ち
ら
だ
け
を
強
調
す

る
二
者
択
一
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
信
長
は
ど
の
よ
う
な
基
準
を
も
と
に
、
三
つ
の
類
型
の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
の
か
。
次
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
2
　
忠
節
・
礼
銭
の
論
理

　
文
亀
年
間
に
入
る
と
、
延
暦
寺
を
味
方
と
す
る
浅
井
・
朝
倉
軍
と
織
田
軍
と
の
間
に
激
し
い
合
戦
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
ま
ず
信

長
は
背
後
の
脅
威
を
取
り
除
く
た
め
、
延
暦
寺
攻
め
を
敢
行
し
、
叡
山
を
悉
く
焼
き
打
ち
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
信
長
が
延
暦
寺
焼
打
ち
の
前
に

提
案
し
た
と
さ
れ
る
次
の
史
料
に
は
、
類
型
選
択
の
基
準
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
元
亀
二
年
）
九
月
十
工
日
、
（
中
略
）
、
山
門
の
衆
徒
召
出
だ
さ
れ
、
今
度
信
畏
縮
へ
対
し
御
忠
節
仕
る
に
付
い
て
は
、
御
分
国
中
に
こ
れ
あ
る
山
門
領
、
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元
の
ご
と
く
還
附
せ
ら
る
べ
き
の
旨
（
A
）
御
金
打
な
さ
れ
、
其
上
御
朱
印
を
成
遣
は
さ
れ
、
併
、
出
家
の
道
理
に
て
一
途
の
贔
負
な
し
難
き
に
お
い
て

　
　
は
、
退
陣
仕
候
へ
と
（
B
）
事
を
分
て
仰
聞
け
ら
れ
、
も
し
此
両
条
違
背
に
付
い
て
は
、
根
本
中
堂
・
三
王
廿
～
社
初
め
と
し
て
、
悉
く
焼
き
払
は
る
べ
き

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
の
趣
（
C
）
御
謎
候
キ
。

　
こ
の
史
料
は
内
容
か
ら
み
て
三
つ
の
部
分
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
信
長
は
山
門
を
焼
き
払
う
前
に
、
①
山
門
が
忠
節
を
尽
く
せ
ば
分
国
の
山

門
領
を
還
付
す
る
（
A
部
分
”
忠
節
↓
保
護
）
、
②
出
家
の
道
理
で
一
方
だ
け
を
贔
屓
で
き
な
い
と
す
れ
ば
中
立
で
い
よ
（
B
部
分
一
中
立
↓
現
状

維
持
）
、
③
以
上
に
違
背
し
朝
倉
氏
に
味
方
す
れ
ば
叡
山
を
全
て
焼
き
払
う
（
C
部
分
”
敵
対
↓
弾
圧
）
と
、
異
な
る
三
つ
の
選
択
肢
を
示
し
た
。

　
ま
ず
第
一
に
、
選
択
肢
を
提
示
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
最
初
信
長
に
は
延
暦
寺
を
弾
圧
す
る
意
図
が
な
く
、
結
果
的
に
そ
う
な
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
元
亀
年
間
段
階
の
信
長
権
力
は
依
然
と
し
て
、
出
家
の
道
理
と
い
う
仏
教
の
原
理
を
認
め
、
顕
密
仏
教
そ
の
も
の
自
体

は
否
定
し
て
い
な
い
。
信
長
は
あ
く
ま
で
山
門
と
の
和
平
を
望
ん
で
い
た
が
、
山
門
の
拒
否
に
あ
っ
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

門
の
衆
徒
等
逆
心
を
企
て
、
自
翼
長
果
の
道
理
を
以
て
山
上
山
下
灰
儘
と
な
る
」
と
、
織
田
政
権
に
お
け
る
弾
圧
の
対
象
は
、
寺
社
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

自
体
で
は
な
く
、
「
悪
僧
」
と
表
現
さ
れ
る
信
長
に
敵
対
し
た
寺
社
勢
力
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
弾
圧
か
保
護
か
の
基
準
は
、
寺
社
の
信
長
に
対
す
る
忠
節
の
有
無
で
あ
っ
た
。
味
方
し
忠
節
を
尽
く
せ
ば
山
門
領
を
安
堵
・
保
護

し
、
逆
に
敵
対
す
れ
ば
徹
底
的
弾
圧
を
加
え
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
基
本
原
理
で
あ
り
、
か
り
に

忠
節
↓
保
護
・
敵
対
↓
弾
圧
の
論
理
と
し
よ
う
。

　
天
正
三
年
六
月
、
信
長
の
越
前
攻
め
と
関
連
し
て
い
る
次
の
史
料
に
も
、
こ
の
論
理
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
当
三
ヶ
寺
飯
事
、
大
坂
為
各
別
之
旨
、
聞
届
詑
、
筆
記
、
此
時
別
製
可
抽
忠
節
之
由
神
妙
、
寺
舎
以
下
如
先
々
建
立
之
、
磯
子
忠
義
之
状
如
件
、

　
　
　
　
天
正
三
年

　
　
　
　
　
六
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
長
朱
印

　
　
　
　
　
　
越
前
国
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織田政権における寺社支配の構造（朴）

　
　
　
　
　
　
　
誠
照
寺

　
　
　
　
　
　
　
山
本
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
　
　
　
　
中
野
寺

　
大
坂
と
は
本
願
寺
を
さ
す
。
誠
照
寺
ら
は
本
願
寺
と
同
じ
浄
土
真
宗
で
あ
り
な
が
ら
、
信
長
に
味
方
し
そ
れ
に
患
節
を
尽
く
し
た
結
果
、
寺

舎
再
建
の
承
認
な
ど
信
長
か
ら
の
保
護
を
受
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
忠
節
↓
保
護
の
構
造
で
あ
る
。

　
信
長
に
と
っ
て
寺
社
の
忠
節
と
は
、
越
前
平
泉
寺
の
「
御
忠
節
仕
る
べ
き
の
由
候
て
、
人
数
を
出
し
手
を
合
せ
、
朝
倉
左
京
大
夫
夜
景
下
れ

　
　
　
　
　
⑳

難
き
様
躰
な
り
」
と
い
う
軍
事
行
動
・
「
戦
功
」
を
指
す
。
寺
社
は
忠
節
を
媒
介
に
寺
領
安
堵
・
地
子
銭
以
下
免
除
な
ど
様
々
な
保
護
を
受
け

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
お
り
、
織
田
政
権
も
こ
れ
に
積
極
的
に
こ
た
え
、
「
依
忠
節
知
行
方
如
望
可
宛
行
之
」
と
か
、
「
恩
賞
事
、
依
戦
功
可
随
轍
魚
也
」
の
姿
勢
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

示
し
て
い
た
。
し
か
も
天
正
三
年
六
月
「
今
度
出
馬
刻
、
於
忠
節
之
輩
者
、
錐
為
一
揆
等
其
儀
免
、
本
知
勿
論
、
依
其
身
働
薪
知
可
充
行
」
の

よ
う
に
、
保
護
は
ま
さ
に
「
忠
節
次
第
」
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
信
長
が
保
護
す
る
か
わ
り
に
寺
社
に
求
め
た
の
は
忠
節
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
天
正
九
年
、
近
江
立
道
寺
の
「
当
寺
領
近
年
旧
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
善
事
、
聯
以
不
可
有
相
違
、
如
富
来
全
令
進
止
之
、
可
勤
寺
方
之
」
と
い
う
よ
う
に
、
勤
役
・
祈
祷
ら
寺
社
本
来
の
役
目
を
求
め
た
事
例
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
た
。
信
長
が
保
護
の
か
わ
り
に
、
寺
社
に
勤
行
・
修
理
を
命
じ
た
事
例
は
、
そ
の
外
に
も
、
元
亀
二
年
の
尾
張
意
足
軒
、
天
正
元
年
の
近

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
⑳

江
竹
生
島
、
天
正
五
年
の
山
城
松
尾
社
、
同
七
年
の
山
城
永
養
寺
、
山
城
知
恩
院
な
ど
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　
保
護
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
、
信
長
は
寺
社
に
忠
節
な
い
し
勤
行
を
要
求
し
、
寺
社
側
も
こ
れ
に
応
じ
、
軍
事
行
動
ま
た
は
勤
行
に
勤

め
た
の
で
あ
る
。
勤
行
よ
り
忠
節
の
ほ
う
が
、
一
層
積
極
的
に
信
長
に
味
方
す
る
行
為
で
、
同
じ
保
護
と
い
っ
て
も
、
「
本
知
」
安
堵
に
と
ど

ま
る
か
「
新
知
」
ま
で
与
え
る
か
の
よ
う
に
、
寺
社
の
信
長
に
対
す
る
忠
節
の
度
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
保
護
の
代
わ
り
に
、
信
長
が
寺
社
に
勤
行
・
修
理
を
命
じ
た
事
例
は
上
洛
以
前
か
ら
全
期
間
に
わ
た
っ
て
散
見
さ
れ
る
反
面
、

寺
社
に
対
し
て
忠
節
を
要
求
し
た
そ
れ
は
主
に
天
正
三
年
に
集
中
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
天
正
三
年
　
○
月
、
柴
田
勝
家
の
老
臣
柴
田
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表2　忠節の事例

年 対象 内容 備考

永禄10 興福寺在陣衆中 御入洛之儀、不日可致供奉候、此刻御忠節肝

v候

義昭への忠節

天正2 越前法雲寺 越州出馬之刻、可抽忠節之由尤神妙候 秀吉副状アリ

〃　2 紀伊金剛峯寺衆徒中・同在

w衆中

所々被陣取御馳走之由、可然候、弥被励忠節

�ﾒ、為自他尤候

〃　3 美濃安養寺 依今度忠義、幾寺境内・寺領地子以下判事、

ﾟ免除之詑

〃　3 越前池田庄諸給人中・日蓬

蜩k中・三門徒中

今度出馬刻、於患節之葦者、錐為一全等其罪

ﾆ
〃　3 越葡誠照寺・証誠寺・導照 此時別而可抽忠節之由神妙、寺口以下如先々

囓ｧ之

〃　3 越前称名寺 今度下問筑後法橋被討捕、忠節無比類同而 柴田勝定判物

〃　6 紀伊根来寺 数目苦労忠節中々不忘

ク　8 紀伊雑賀惣中 此時別而可励忠節、然難為一入、至大坂不可

樺ﾊ

〃　8 紀伊金剛峯寺 別而可抽忠節事、専一候也

注、表は『増訂織田信長文書の研究』をもとに作成。

以
上

　
　
　
（
頼
照
）

今
度
下
間
筑
後
法
橋
討
捕
、
忠
節
無
比
類
付
而
、
其
方
門
徒
帰
参
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柴
田
）

之
儀
、
可
有
御
進
退
之
旨
、
勝
家
折
番
を
被
遣
之
候
、
井
黒
目
・
米

納
津
・
野
中
・
下
野
此
四
ケ
村
之
者
共
、
腰
力
（
刀
）
武
具
等
致
用

意
、
弥
可
忠
節
旨
、
被
申
出
候
条
、
二
成
其
心
得
、
可
被
申
付
者
也
、

三
二
件
、

　
　
天
正
参
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
源
左
衛
門
尉

　
　
　
十
月
十
八
田
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
定
（
花
押
）

　
　
　
　
称
名
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
床
下

　
寺
社
の
忠
節
は
「
下
問
筑
後
法
橋
討
捕
」
の
行
為
で
、
織
田
政
権

が
寺
社
勢
力
に
望
ん
だ
忠
節
と
は
、
こ
の
よ
う
に
腰
刀
・
武
具
を
用

意
し
、
卜
信
長
の
敵
対
勢
力
に
直
接
的
な
攻
撃
を
加
え
る
軍
事
行
動
で

あ
っ
た
。
信
長
は
自
分
に
敵
対
す
る
寺
社
勢
力
を
「
悪
僧
」
と
し
、

そ
れ
を
攻
め
な
が
ら
も
、
味
方
す
る
寺
社
勢
力
に
は
軍
事
的
行
動
を

求
め
、
結
局
、
寺
社
勢
力
が
も
つ
「
武
力
」
そ
の
も
の
を
完
全
に
は

否
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
正
三
年
七
月
金
森
長
近
が
「
其

国
乱
入
二
付
て
、
大
野
郡
至
被
抽
忠
節
お
み
て
ハ
、
一
所
可
申
付
事
、

三
十
は
越
前
の
黒
目
称
名
寺
に
次
の
よ
う
な
判
物
を
下
し
た
。
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織田政権における寺社支配の構造（朴）

不
可
有
堰
出
候
、
併
可
任
忠
儀
候
」
と
い
う
趣
旨
の
書
状
を
、
専
福
寺
、
賢
松
寺
、
墓
詣
寺
、
山
田
兵
内
助
、
山
田
猪
介
、
戸
田
権
内
、
印
牧

勝
蔵
坊
、
同
十
城
坊
、
笠
井
三
郎
右
衛
門
尉
、
野
尻
与
一
に
い
っ
し
ょ
に
与
え
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
の
信
長
に
と
っ
て
、
寺
社
と
在
地
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
は
同
一
に
扱
わ
れ
、
軍
事
力
を
も
と
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
天
正
三
年
段
階
の
織
田
政
権
は
、
こ
の
よ
う
に
依
然
と
し
て
寺
社
勢
力
の
「
武
力
」
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
確
か
に
、
刀
狩
令
を
通

じ
て
寺
社
勢
力
の
武
力
、
そ
の
も
の
自
体
を
否
定
し
た
秀
吉
の
政
策
と
は
大
き
く
異
な
る
点
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、

表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
信
長
が
寺
社
に
軍
事
的
忠
節
を
要
求
す
る
事
例
は
天
正
八
年
を
最
後
に
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
現
象
に
も
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
．
天
正
八
年
以
降
、
織
田
政
権
の
安
定
化
・
寺
社
勢
力
の
弱
体
化
に
つ
れ
、
寺
社
武
力
の
利
用

価
値
が
下
が
り
、
結
局
寺
社
に
対
し
て
忠
節
を
要
求
す
る
現
象
自
体
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
社
に
軍
事
力
を
求
め
、

そ
れ
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
天
正
三
年
前
後
の
段
階
か
ら
、
天
正
八
年
以
降
に
至
る
と
、
も
は
や
そ
の
必
要
性
が
な
く
な
り
、
織
田
政
権
の

性
格
が
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
寺
領
安
堵
を
は
じ
め
様
々
な
保
護
を
う
け
た
寺
社
は
、
そ
の
御
礼
と
し
て
信
長
へ
金
銭
を
納
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
天
正
九
年
と

比
定
さ
れ
る
次
の
史
料
に
は
、
こ
の
「
礼
銭
」
と
寺
社
保
護
と
の
相
関
関
係
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
以
上
、

　
　
　
　
　
　
（
親
真
）

一
宮
之
儀
、
土
肥
但
馬
殿
へ
被
申
理
、

如
前
々
、
社
納
当
知
行
社
務
分
目
無
相
違
、

可
被
相
調
候
、
若
菟
角
申
仁
候
而
不
相
調
、
於
遅
々
者
、
社
中
之
鶉
豆
大
事
候
、

　
借
物
以
下
用
捨
之
段
、
堅
被
申
出
候
、

委
曲
両
人
二
申
渡
候
、
恐
々
謹
言

　
　
岩
越
小
兵
衛

　
　
吉
久
（
花
押
）

就
其
御
祝
儀
之
黄
金
、
早
速

八
月
一
一
十
三
日

　
　
一
宮
惣
中

参⑳
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岩
越
吉
久
は
、
信
長
の
家
臣
菅
屋
長
頼
の
使
で
能
登
一
宮
支
配
を
担
当
し
て
い
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
保
護
に
対
す
る
反
村
給
付
と
し
て
、

礼
銭
の
納
付
を
露
骨
に
強
要
し
、
も
し
未
納
の
場
合
「
社
中
之
下
肥
大
事
」
と
脅
迫
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
織
田
政
権
の
寺
社
保
護
は
、

こ
の
よ
う
に
礼
銭
の
納
付
を
前
提
に
成
立
し
て
お
り
、
か
り
に
こ
れ
を
保
護
↓
礼
銭
の
論
理
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
実
際
に
あ
ら
ゆ
る
保
護
に

は
か
か
る
礼
銭
を
納
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
あ
る
意
味
で
、
礼
銭
は
一
種
の
課
役
で
も
あ
っ
た
。
永
禄
＝
年
一
〇
月
、
信
長
の
家
臣
、
織
田
吉
清
ら
は
法
隆
寺
に
「
昨
日
申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

候
関
銭
之
儀
、
銀
子
百
五
十
枚
、
早
々
今
日
中
連
被
相
立
候
」
と
、
家
銭
の
納
付
を
命
じ
た
。
こ
の
家
銭
に
つ
い
て
は
同
年
同
月
、
松
永
久
秀

　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
「
信
長
へ
要
脚
」
、
岡
年
＝
月
、
松
永
の
家
臣
竹
内
秀
勝
は
「
信
長
へ
之
御
礼
銭
」
・
「
信
長
へ
礼
物
」
と
表
現
し
て
い
る
。
信
長
は
寺

社
に
、
権
利
保
証
・
認
定
と
い
う
保
護
に
対
す
る
、
あ
る
意
味
で
一
種
の
課
役
と
し
て
礼
銭
を
要
求
し
て
い
る
。
天
正
一
〇
年
ま
で
、
ほ
ぼ
全

時
期
に
わ
た
っ
て
、
織
田
政
権
も
保
護
↓
礼
銭
と
い
う
し
く
み
か
ら
脱
皮
し
え
ず
、
慣
行
化
し
た
中
世
以
来
の
礼
銭
構
造
は
依
然
と
し
て
続
い

て
い
た
。
織
田
政
権
が
こ
の
よ
う
な
構
造
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
し
た
の
が
天
正
一
〇
年
、
甲
・
信
地
方
に
お
け
る
「
礼
銭
免
除
」
政
策
で
あ
る
。

次
は
そ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
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①
奥
野
高
広
『
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
僻
論
、
五
四
八
号
（
告
川
弘
文
館
、

　
｝
九
八
八
年
、
以
下
『
信
長
文
書
魅
上
・
下
・
補
と
略
す
）
。

②
　
　
『
信
長
文
書
函
補
、
九
四
号
。

③
『
信
長
文
書
』
下
、
五
四
七
頁
。

④
『
信
長
文
書
塩
上
、
～
八
九
号
。

⑤
「
金
蔵
寺
文
轡
」
（
京
都
大
学
所
蔵
影
写
本
）
。

⑥
『
信
長
文
書
』
補
、
二
～
九
貢
。
な
お
、
同
「
織
田
政
権
の
基
本
路
線
」
（
『
国

　
史
学
臨
　
一
〇
〇
、
　
一
九
七
⊥
ハ
年
）
参
昭
…
0

⑦
『
信
長
文
書
』
下
、
五
一
九
号
。

⑧
「
法
雲
寺
文
書
」
魍
福
井
県
史
撫
資
料
編
五
。

⑨
「
專
念
寺
文
書
」
『
福
井
県
史
冊
資
料
編
三
。

⑩
「
西
莚
寺
文
書
」
同
右
。

⑪
「
大
滝
神
社
文
書
」
『
福
井
県
史
臨
資
料
編
六
。

⑫
「
慈
眼
寺
文
書
」
同
右
。

⑬
『
信
長
文
書
』
上
、
九
九
号
。

⑭
『
信
長
公
記
瞼
（
角
川
文
庫
本
）
巻
六
。

⑮
こ
れ
は
本
願
寺
に
も
適
用
さ
れ
、
信
長
と
戦
い
が
続
け
ら
れ
た
天
正
八
年
以
前

　
は
A
型
、
和
平
を
結
ん
だ
そ
の
以
後
は
C
型
と
い
え
よ
う
。

⑯
『
信
長
公
記
瞼
巻
四
。

⑰
　
同
巻
五
。



織田政権における寺社支配の構造（朴）

⑱
同
じ
く
和
泉
槙
尾
寺
に
つ
い
て
も
、
「
寺
申
の
悪
僧
共
、
山
下
の
郷
中
相
抱
へ
、

　
承
引
こ
れ
な
し
」
（
噸
信
長
公
記
隔
巻
十
四
）
と
、
信
畏
の
弾
圧
対
象
は
あ
く
ま
で

　
自
分
に
敵
対
す
る
勢
力
に
限
ら
れ
て
い
る
。

⑲
注
⑦
と
同
。

⑳
注
⑭
と
同
。

⑳
門
安
養
寺
文
轡
」
『
岐
阜
県
史
』
史
料
編
古
代
中
世
一
。

⑫
注
⑧
と
同
。

⑬
　
隅
信
長
文
書
㎞
下
、
七
一
三
号
。

⑳
門
誠
照
寺
文
書
」
『
福
井
県
史
』
資
料
三
五
。

⑳
　
　
魍
信
長
文
書
』
補
、
二
三
一
号
。

⑳
糊
信
長
文
書
臨
上
、
二
九
二
号
。

⑳
　
　
『
信
長
文
書
』
上
、
三
七
四
号
。

⑬
　
　
『
信
長
文
書
』
下
、
七
五
～
号
。

⑳
『
信
長
文
書
㎞
補
、
一
九
七
号
。

⑳
　
　
『
信
長
文
黙
思
補
、
一
九
八
号
。

⑳
　
　
「
称
名
寺
文
書
」
噸
福
井
県
史
』
資
料
編
四
。

⑳
　
　
「
専
福
寺
文
書
」
噸
福
井
県
史
臨
資
料
編
七
。
な
お
信
長
も
、
天
正
二
年
七
月

　
「
越
州
出
馬
之
刻
、
可
柚
忠
節
之
由
、
尤
神
妙
候
」
（
「
法
雲
寺
文
書
」
『
福
井
県

　
史
』
資
料
編
五
）
と
い
う
趣
旨
の
文
書
を
、
法
雲
寺
・
朝
倉
孫
三
郎
ら
に
出
し
て

　
い
る
。

＠＠＠＠　dy

『
信
長
文
書
短
下
、
六
一
〇
頁
。

『
信
長
文
書
暁
上
、
一
二
三
号
。

㎎
信
長
文
書
』
上
、
二
〇
八
頁
。

噸
信
長
文
書
』
上
、
二
〇
九
頁
。

噸
信
長
文
書
』
上
、
二
一
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
寺
社
支
配
の
展
開

　
1
　
「
【
括
的
」
保
護
政
策
の
成
立

　
永
禄
＝
年
（
～
五
六
八
）
九
月
、
信
長
は
足
利
義
昭
を
擁
し
て
上
洛
を
果
た
し
、
「
中
央
政
界
」
へ
の
進
出
に
成
功
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か

け
に
信
長
も
単
な
る
地
方
大
名
か
ら
義
昭
と
と
も
に
中
央
政
治
を
左
右
す
る
実
力
者
に
変
身
し
た
。
し
か
し
信
長
の
寺
社
に
対
す
る
政
策
に
は
、

そ
れ
に
く
ら
べ
る
ほ
ど
の
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

　
上
洛
以
前
、
信
長
は
寺
社
保
護
の
路
線
を
堅
持
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
信
長
の
寺
社
に
対
す
る
姿
勢
は
尾
張
熱
田
社
に
関
す
る
政
策
の
中
に

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
天
文
一
八
年
（
～
五
四
九
）
＝
月
、
信
長
は
熱
田
社
に
対
し
て
、
自
検
断
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ー
ル
権
、
諸
役
免
除
、
不
法
行
為
の
制
止
な

15 （185）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ど
を
保
証
す
る
制
札
を
下
し
た
。
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
守
護
不
入
権
の
安
堵
で
あ
る
。
こ
れ
は
熱
田
社
の
場
合
、
宮
中
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

事
は
神
前
で
大
法
を
定
め
、
六
ヶ
三
宿
老
中
が
自
律
的
に
処
理
す
る
の
が
原
則
だ
っ
た
こ
と
と
一
脈
相
通
じ
、
こ
の
時
期
信
長
は
熱
田
社
の
伝

統
的
特
権
や
権
威
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
他
に
も
上
洛
以
前
、
信
長
が
守
護
不
入
を
は
じ
め
寺
社
に
お
け
る
伝
統
的
特
権
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
事
例
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
守

護
不
入
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
に
準
ず
る
謎
責
使
不
入
権
や
自
検
断
・
ア
ジ
ー
ル
権
が
認
め
ら
れ
た
寺
社
は
、
表
1
に
示
し
た

よ
う
に
、
熱
田
社
以
外
に
も
多
数
存
在
す
る
。
こ
れ
は
後
の
時
期
と
比
べ
て
も
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
の
時
期
残
さ
れ
た
文
書
の
量
を
念
頭
に
お

い
て
考
え
て
も
、
そ
の
事
例
は
実
に
多
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　
永
禄
＝
年
九
月
入
京
以
後
も
、
信
長
の
寺
社
に
対
す
る
守
護
不
入
権
の
安
堵
は
続
い
て
い
る
。
し
か
も
以
前
に
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し

て
い
な
い
、
守
護
不
入
・
守
護
使
不
入
と
い
う
用
語
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
山
城
曇
華
院
の
よ
う
に
、
信
長
が
自
分
の
「
面
目
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
か
け
て
、
そ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
事
例
も
あ
る
。
義
昭
の
命
令
を
う
け
て
守
護
不
入
権
を
保
証
し
た
事
例
も
あ
る
が
、
曇
華
院
な
ど
の

場
合
は
信
長
の
独
自
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
、
上
洛
後
も
、
彼
の
寺
社
保
護
の
路
線
は
依
然
と
し
て
貫
徹
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
永
禄
一
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

正
月
、
義
昭
の
許
可
を
得
て
信
長
が
出
し
た
、
寺
社
本
所
領
に
対
す
る
押
領
を
厳
禁
し
た
「
室
町
幕
府
殿
中
掟
追
加
」
は
、
決
し
て
「
タ
テ
マ

エ
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
信
長
に
お
け
る
寺
社
政
策
の
基
調
が
保
護
路
線
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
し
か
し
信
長
と
義
昭
と
の
関
係
に
生
じ
た
亀
裂
が
鮮
明
と
な
る
元
亀
年
間
に
入
る
と
、
以
前
と
は
異
な
る
信
長
の
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
る
。
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
正
月
、
信
長
は
五
力
条
の
事
書
を
義
昭
に
呈
し
て
承
認
さ
せ
、
「
天
下
之
儀
、
何
様
こ
も
信
長
二
士
任
置
之
」
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
義
昭
の
行
動
は
綱
約
さ
れ
、
両
者
の
関
係
も
だ
ん
だ
ん
悪
化
す
る
。
同
年
四
月
、
信
長
は
朝
倉
義
景
を
征
伐
す
る
た
め
越

前
に
入
る
が
、
浅
井
長
政
や
六
角
義
賢
の
挙
兵
に
よ
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
以
降
信
長
は
苦
し
い
状
況
下
に
お
か
れ
、
、
存
亡
に
か
か
わ

る
戦
い
が
長
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
浅
井
氏
・
朝
倉
氏
を
は
じ
め
、
六
角
氏
、
延
暦
寺
、
本
願
寺
、
三
好
三
人
衆
に
、
義
昭
、
武
田
氏
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

加
わ
る
信
長
に
対
す
る
「
大
際
嚢
網
」
が
成
立
し
、
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
危
機
感
も
以
前
と
は
く
ら
べ
も
の
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織囲政権における毒社支配の構造（朴）

に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
ま
る
。

　
元
亀
二
年
の
延
暦
寺
焼
打
ち
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
存
亡
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
た
信
長
は
寺
社
保
護
の
み
の
既
存
路

線
を
変
更
し
、
自
分
に
敵
対
す
る
寺
社
に
対
し
て
は
徹
底
的
な
弾
圧
を
加
え
る
路
線
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
な
る
べ
く
数

多
い
寺
社
を
味
方
に
つ
け
、
そ
の
軍
事
力
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
信
長
の
動
き
も
活
発
に
な
っ
た
。
忠
節
を
も
と
め
る
事
例
が
頻
出
し
た
の
も
、

ま
さ
に
こ
の
時
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
忠
節
↓
保
護
・
敵
対
↓
弾
圧
の
論
理
が
織
田
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
基
本
原
理
と
し

て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
か
か
る
忠
節
↓
保
護
・
敵
対
↓
弾
圧
の
論
理
は
、
天
正
三
年
越
前
で
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
一
方
に
は
弾
圧
政
策
が
、
一
方
に
は
保
護
政

策
が
実
施
さ
れ
、
両
政
策
は
互
い
に
併
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
信
長
に
と
っ
て
弾
圧
か
保
護
か
は
、
天
台
・
真
雷
・
禅
・
法
華
・
浄
土
と
い

う
特
定
宗
派
と
は
基
本
的
に
無
関
係
で
、
信
長
を
敵
方
と
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
浄
土
真
宗
で
あ

り
な
が
ら
、
信
長
に
敵
対
し
た
本
願
寺
系
寺
院
は
「
山
々
谷
々
無
残
所
課
出
、
く
ひ
を
き
り
候
、
十
七
日
到
来
分
二
千
余
、
生
捕
七
八
十
人
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

之
、
帯
く
ひ
を
切
候
、
同
十
八
日
、
五
百
・
六
百
つ
・
方
々
よ
り
持
笠
置
、
一
向
不
知
乱
言
」
と
い
う
よ
う
に
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
た
反
面
、
彼

に
忠
節
を
尽
く
し
た
高
田
派
系
寺
院
は
寺
領
安
堵
・
課
役
免
除
な
ど
の
保
護
を
受
け
て
い
た
の
は
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
天
正
三
年
を
境
に
、
か
か
る
典
型
的
な
寺
社
支
配
の
原
理
は
変
化
し
は
じ
め
る
。
天
正
三
年
以
降
、
織
田
政
権
の

寺
社
勢
力
に
対
す
る
支
配
が
強
化
さ
れ
、
保
護
の
面
で
も
弾
圧
の
面
で
も
、
内
容
的
に
以
前
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
ら
わ
れ
る
。
天
正
三

年
正
月
信
長
は
次
の
よ
う
な
朱
印
状
を
下
し
た
。

　
　
洛
中
・
洛
外
寺
社
本
所
領
、
或
号
請
本
地
、
或
手
続
代
官
、
令
押
妨
、
剰
年
貫
・
所
出
不
納
壁
書
、
太
以
曲
事
之
次
第
也
、
所
詮
、
於
自
今
以
後
者
、
以

　
　
補
任
錐
被
宛
行
、
有
改
□
（
易
）
、
順
路
之
輩
陰
欝
申
付
（
A
）
、
寺
社
本
所
無
退
転
之
様
、
可
有
覚
悟
候
也
（
B
）
、
白
状
如
件
、

　
　
　
　
天
正
参

　
　
　
　
　
　
正
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
長
（
朱
印
）
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寺
社

　
　
　
　
　
　
本
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
雑
掌
中

　
こ
の
文
書
は
宛
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
洛
中
洛
外
の
全
寺
社
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
あ
る
特
定
地
域
の
全
寺
社
を

対
象
と
す
る
信
長
の
総
括
的
な
い
し
一
括
的
寺
社
政
策
は
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
天
正
三
年
以
前
、
あ
る
特
定
の
寺
社
に
対
す
る
信
長
の
政
策
は
、
そ
の
寺
社
と
信
長
と
の
個
別
的
関
係
を
も
と
に
成
立
し
、
た
と
え
ば
保
護

か
弾
圧
か
は
信
長
と
の
個
別
的
親
疎
関
係
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
正
三
年
、
当
時
政
治
の
中
心
で
あ
る

京
都
の
全
寺
社
を
対
象
に
、
そ
の
～
般
的
指
針
と
な
る
政
策
が
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
、
保
護
の
内
容
・
形
式
は
大
き
く
変
化
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
信
長
が
義
昭
の
か
わ
り
に
中
央
権
力
を
掌
握
す
る
に
つ
れ
、
寺
社
と
信
長
と
の
関
係
も
再
定
立
さ
れ
、
従
来
の
単
な
る
個
別
的
関
係
に
基

づ
く
「
個
別
的
」
保
護
は
、
不
特
定
寺
社
を
対
象
と
し
た
「
一
括
的
」
保
護
へ
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
例
は
門
跡
・
公
家
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
対
象
と
し
た
同
年
三
月
の
徳
政
令
か
ら
も
確
認
さ
れ
、
同
じ
く
＝
月
、
一
斉
に
行
っ
た
「
諸
家
聖
堂
地
之
事
、
今
度
自
左
大
将
殿
（
信

　
　
　
　
　
　
⑪

長
）
被
遣
之
云
≧
」
の
新
地
給
与
も
、
「
一
括
的
」
保
護
と
い
う
面
で
は
基
本
的
に
同
じ
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
信
長
は
寺
社
領
を
保
護
し
、
そ
の
か
わ
り
に
京
都
の
全
寺
社
に
、
傍
線
部
B
の
よ
う
に
寺
社
本
来
の
役
目
で
あ
る
勤
行
・
修
理
（
「
無
退
転
」
）

を
強
要
し
た
。
寺
社
に
と
っ
て
は
傍
線
部
A
の
よ
う
に
、
自
分
が
も
つ
補
任
権
が
従
来
の
よ
う
に
機
能
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
信
長
に
よ
る
保
証

を
得
ら
れ
な
い
限
り
、
寺
領
支
配
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
年
貢
未
進
な
ど
「
押
妨
」
代
宮
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
寺
社
は
信
長
の
武
力
に
頼

っ
て
、
よ
う
や
く
寺
社
領
支
配
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
も
し
代
官
が
不
服
と
し
寺
社
と
の
紛
争
が
発
生
す
る
場
合
、
そ
れ
を
解

決
し
う
る
も
の
も
他
な
ら
ぬ
信
長
で
あ
り
、
寺
社
に
と
っ
て
織
田
政
権
へ
の
依
存
は
一
層
高
ま
る
。

　
一
方
、
天
正
三
年
一
一
月
以
降
、
中
央
政
権
を
握
っ
た
織
田
政
権
の
安
定
化
に
つ
れ
、
信
長
に
敵
対
す
る
寺
社
勢
力
は
減
少
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
徹
底
的
な
弾
圧
の
事
例
も
激
減
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
皆
殺
し
」
と
い
う
徹
底
的
寺
社
弾
圧
の
事
例
は
主
に
天
正
三
年
ま
で

に
集
中
し
て
お
り
、
天
正
四
年
以
降
は
、
そ
の
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
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も
ち
ろ
ん
敵
対
す
れ
ば
弾
圧
す
る
、
味
方
し
忠
節
を
尽
く
せ
ば
保
護
す
る
と
い
う
寺
社
支
配
の
基
本
原
則
は
、
織
田
政
権
の
最
終
末
期
ま
で

基
本
的
に
は
依
然
と
し
て
貫
徹
さ
れ
て
い
た
。
守
護
不
入
権
の
保
証
さ
え
、
そ
の
数
は
減
り
そ
の
内
容
も
以
前
よ
り
制
約
さ
れ
た
も
の
の
、
天

正
四
年
以
降
に
も
続
い
て
い
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
事
例
が
主
に
天
正
三
年
以
前

に
集
中
し
、
天
正
四
年
以
降
は
急
激
に
減
少
し
て
し
ま
う
現
象
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
永
禄
｝
一
年
九
月
七
日
の
上
洛
以
前
、
九
件
の

事
例
が
確
認
さ
れ
る
守
護
不
入
権
は
、
上
洛
後
も
六
件
、
義
昭
が
追
放
さ
れ
た
天
正
元
年
七
月
二
一
日
以
降
も
四
件
が
あ
っ
た
が
、
独
自
的
政

権
を
樹
立
し
た
天
正
三
年
～
一
月
以
降
は
二
件
、
本
願
寺
が
屈
服
し
た
天
正
八
年
（
～
五
八
○
）
四
月
以
降
は
一
件
に
す
ぎ
な
い
。
織
田
政
権

の
安
定
化
に
つ
れ
、
信
長
に
敵
対
し
つ
つ
け
た
寺
社
が
減
少
し
た
よ
う
に
、
も
は
や
特
別
に
優
遇
す
る
寺
社
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。

織田政権における寺社支配の構造（朴）

　
2
　
「
悔
返
し
」
と
「
礼
銭
免
除
」
政
策

　
天
正
四
年
以
降
、
織
田
政
権
の
安
定
化
や
寺
社
勢
力
に
対
す
る
圧
倒
的
優
位
の
確
保
に
と
も
な
い
、
信
長
は
寺
社
に
対
し
て
、
以
前
と
は
大

き
く
異
な
る
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
天
正
八
年
八
月
、
本
願
寺
が
織
田
政
権
に
最
終
的
に
屈
服
し
、
敵
対
す
る
寺
社
が
殆
ど
な
く
な
っ

た
そ
の
直
後
、
信
長
は
紀
伊
の
金
剛
峯
寺
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
書
を
下
し
た
。

　
　
大
和
国
有
智
郡
事
、
如
近
年
宛
行
候
詑
、
全
可
進
退
、
自
然
不
審
之
子
細
有
之
者
、
可
悔
還
候
条
、
別
面
可
警
語
節
事
、
専
一
嵩
置
、

　
　
　
天
正
八

　
　
　
　
九
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
長
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
金
剛
峯
寺
惣
中

　
笠
松
宏
至
氏
に
よ
る
と
、
「
中
世
に
は
一
度
仏
神
領
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
所
領
は
、
何
人
も
こ
れ
を
悔
返
す
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
い
う
慣
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

法
が
公
武
を
通
じ
て
強
力
に
そ
の
威
力
を
発
揮
し
て
い
た
」
。
ま
た
「
仏
の
も
の
」
と
「
僧
の
も
の
」
（
各
院
、
坊
、
僧
ら
も
の
）
と
が
区
別
さ
れ
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表3　天正10年甲・信地方の禁制

対象 禁制の数 礼銭免除の数

寺社 26 14

郷・村・町 23 17

宛名不明 3 3

総計 52 34

注、表は『増訂織田信長文書の研究』をも

とに作成。

て
お
り
、
当
時
人
は
前
者
に
寄
進
し
た
場
合
、
そ
の
土
地
は
仏
の
も
の
と
な
り
、
再
び
も
と
に
戻
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

意
識
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
書
に
は
、
①
宛
名
が
各
院
・
坊
・
僧
個
人
で
は
な
く
金
聾
十
二
惣
中
で
あ
る
、
す
な

わ
ち
信
長
の
寄
進
対
象
は
人
（
僧
侶
）
で
は
な
く
仏
（
金
剛
峯
寺
）
で
あ
る
、
②
信
長
は
忠
節
を
尽
く
さ
な
い

と
、
か
か
る
仏
領
と
い
っ
て
も
悔
返
し
う
る
と
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
仏
領
で
も
悔
返
し
う
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
信
長
の
認
識
は
、
ま
さ
に
中
世
以
来
の
慣
習
法
と
大
き
く
異

な
る
観
念
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
も
ち
ろ
ん
神
仏
領
で
も
悔
返
し
う
る
と
い
う
認
識
は
信
長
に
は
じ
ま
る

も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
応
仁
・
文
明
期
、
神
領
で
あ
っ
て
も
「
利
運
」
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
返
還
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
と
い
う
規
定
が
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
利
運
」
と
い
う
制
限
が
あ
り
、
「
利
運
」
よ
り
主
観
的
な

い
し
個
劉
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
私
的
「
忠
節
」
を
そ
の
基
準
と
し
て
い
る
信
長
と
は
大
き
く
異
な
る
。
神
仏
領
に
対
す
る
伝
統
的
観
念
は
、

こ
の
よ
う
に
信
長
に
よ
っ
て
一
層
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
金
剛
峯
寺
以
外
に
信
長
が
悔
返
し
を
主
張
し
た
事
例
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
中
世
以
来
の
慣
習
法
と
は
異
な
っ
て
、
寄
進
し
た
仏
神
領
で
も

掘
返
し
う
る
と
信
長
が
認
識
し
て
い
た
の
は
確
実
な
事
実
で
、
こ
の
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
か
か
る
信
長
の
認
識
は
、
織
田

政
権
を
継
承
し
た
秀
吉
に
つ
な
が
る
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
。

　
秀
吉
は
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
＝
月
、
大
徳
寺
に
千
五
百
四
十
石
余
を
窃
蓋
し
「
勤
行
三
無
二
軍
、
堂
舎
修
理
以
下
事
、
聯
不
可
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

由
断
、
雪
平
無
沙
汰
者
、
可
忍
業
之
状
至
芸
」
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
大
徳
寺
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
同
年
同
月
、
秀
吉
は
全
く

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
⑲
　
　
　
⑳
　
　
　
　
⑳

同
じ
こ
と
を
天
竜
寺
、
東
福
寺
、
長
福
寺
、
東
寺
、
泉
涌
寺
な
ど
に
も
強
要
し
て
い
た
。
信
長
が
寺
社
に
強
い
た
忠
節
は
、
秀
吉
に
は
勤
行
・

修
理
に
変
わ
っ
た
も
の
の
、
信
長
の
寺
社
領
に
対
す
る
悔
返
し
主
張
は
、
こ
の
よ
う
に
豊
臣
政
権
に
継
承
さ
れ
、
秀
吉
に
よ
っ
て
完
全
に
政
策

的
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
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織田政権における寺社支配の構造（朴）

　
天
正
一
〇
年
三
月
・
四
月
に
甲
・
信
地
域
で
多
く
見
ら
れ
る
信
長
に
よ
る
「
礼
銭
免
除
」
政
策
は
、
か
か
る
中
世
と
異
な
る
論
理
の
端
緒
が

よ
り
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
三
月
五
日
、
安
土
城
を
出
発
し
た
信
長
は
、
同
月
信
州
・
甲
州
を
攻
略
し
武
田
氏
を
亡
ぼ
し
た
。

そ
の
軍
事
行
動
と
関
連
し
て
、
表
3
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
礼
銭
免
除
」
の
文
言
が
入
っ
た
禁
制
が
数
多
く
出
さ
れ
、
現
在
知
る
こ
と
の
で
き

る
五
二
点
の
禁
制
中
の
三
四
点
で
確
認
さ
れ
る
。
次
の
禁
制
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
社
）

　
　
　
　
禁
制
　
　
　
　
　
甲
州
□
□
□

　
　
一
、
甲
乙
人
等
乱
妨
狼
籍
事

　
　
　
、
対
還
住
百
姓
以
下
、
成
煩
事

　
　
　
～
、
非
分
課
役
事

　
　
右
条
々
、
若
有
違
犯
之
発
者
、
忽
可
被
厳
科
者
也
、

　
　
　
天
正
十
年
四
月
　
日
　
　
　
　
　
（
「
天
下
布
武
」
朱
印
）

　
　
　
　
御
判
銭
・
取
次
銭
・
筆
耕
等
、
不
可
出
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
礼
銭
は
中
世
、
と
り
わ
け
室
町
・
戦
国
期
に
盛
ん
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
織
田
期
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
室
町
幕
府
は
寺

社
領
に
関
す
る
諸
権
利
の
認
定
や
保
証
に
付
き
、
寺
社
に
莫
大
な
礼
銭
を
求
め
て
お
り
、
こ
れ
は
織
田
政
権
に
と
っ
て
も
基
本
的
に
は
同
様
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
天
正
一
〇
年
に
至
る
と
、
制
札
の
発
給
に
付
き
「
御
頬
髭
・
取
次
銭
・
筆
耕
等
、
不
可
出
立
」
と
し
、
従
来
と
は
大
き

く
異
な
る
姿
勢
を
示
す
事
例
が
数
多
く
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
礼
銭
免
除
政
策
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
山
室
恭
子
氏
が
「
受
益
者
か
ら
手
数
料
を
取
ら
ず
、
政
権
の
財
政
か
ら
直
接
に
俸
給
や
経
費
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

支
弁
を
受
け
る
『
官
僚
駈
の
萌
芽
」
と
指
摘
し
、
「
信
長
は
政
権
の
末
期
に
こ
の
手
数
料
を
廃
止
し
て
無
償
で
文
書
を
配
布
す
る
と
い
う
画
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

的
な
政
策
の
採
用
に
踏
み
切
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
天
正
一
〇
年
に
至
り
、
禁
制
の
書
止
文
意
が
以
前
の
「
伍
下
知
如
件
」
か
ら
「
者
也
」

へ
と
簡
略
化
す
る
の
も
「
代
価
を
支
払
っ
て
獲
得
す
る
も
の
か
ら
無
償
で
下
賜
さ
れ
る
も
の
へ
と
、
文
書
の
性
格
が
変
わ
っ
た
の
に
と
も
な
う
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⑳

書
式
の
変
更
で
あ
っ
た
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
た
だ
し
、
山
室
氏
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
信
長
の
場
合
「
礼
銭
免
除
」
の
事
例
は
既
に
永
禄
～
二
年
に
は
じ
ま
り
、
元
亀
元
年
八
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

清
水
寺
に
対
し
て
湖
札
銭
を
返
し
た
事
例
も
あ
り
、
そ
の
家
臣
に
よ
る
「
制
札
銭
・
上
使
銭
・
差
出
銭
」
免
除
の
事
例
も
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

天
正
十
年
の
甲
・
信
地
方
に
お
け
る
礼
銭
免
除
政
策
の
意
義
は
、
礼
銭
免
除
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
①
以
前
と
は
異
な
っ
て
、
準
じ

内
容
の
文
書
を
一
斉
に
発
給
し
た
数
多
い
事
例
が
確
認
さ
れ
、
礼
銭
免
除
は
政
策
と
し
て
確
実
な
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
、
②
礼
銭
免
除
の
項

目
に
、
以
前
に
は
な
か
っ
た
取
次
銭
の
禁
止
が
初
め
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
礼
銭
は
制
札
銭
（
判
銭
・
筆
耕
料
）
・
取
次
銭
・
上
使
銭
な
ど
の
名
目
に
構
成
さ
れ
、
「
為
音
信
、
金
子
二
枚
到
来
候
」
（
大
和
薬
師
寺
）
の
よ

う
に
音
信
が
事
実
上
、
礼
銭
と
し
て
機
能
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
何
よ
り
礼
銭
は
、
信
長
の
家
臣
毛
利
良
勝
が
「
御
朱
印
相
調
進
之
候
、

御
寺
中
（
大
和
薬
師
寺
）
之
儀
、
弥
異
儀
有
間
敷
候
、
上
様
江
金
子
壱
枚
・
御
か
た
ひ
ら
弐
ッ
上
申
候
、
取
次
へ
金
子
五
両
、
又
筆
号
（
耕
）
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

銀
子
壱
枚
、
絹
画
聖
、
御
大
儀
離
塁
」
と
い
う
よ
う
に
、
信
長
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
家
臣
に
と
っ
て
も
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
。
特
に
家
臣
分
で

あ
る
取
次
銭
の
金
額
は
薬
師
寺
の
場
合
、
判
銭
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
筆
耕
料
の
五
倍
に
達
す
る
高
率
（
当
時
の
金
銀
比
価
は
金
～
鍍
銀
　
○

　
㊧

以
上
）
で
、
寺
社
に
と
っ
て
は
過
重
の
負
担
で
あ
っ
た
。

　
天
正
一
〇
年
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
取
次
銭
の
禁
止
は
、
か
か
る
中
間
家
臣
に
よ
る
寺
社
に
対
す
る
恣
意
的
介
入
を
排
除
し
た
も
の
で
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

つ
た
。
の
ち
秀
吉
が
「
給
人
百
姓
二
た
の
ま
れ
、
礼
儀
・
礼
物
一
切
不
可
取
之
、
至
後
日
も
、
被
聞
召
付
次
第
、
光
被
加
御
成
善
事
」
と
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

秀
次
が
「
検
地
二
、
面
々
上
下
諸
語
、
一
粒
～
銭
・
礼
儀
礼
物
存
置
族
有
之
ハ
、
以
来
き
・
出
次
第
可
為
曲
事
」
と
し
、
給
人
（
家
臣
）
の
恣

意
的
介
入
を
抑
制
し
た
よ
う
に
、
信
長
も
取
次
銭
な
ど
の
礼
銭
免
除
を
通
し
て
、
家
臣
ら
の
寺
社
に
対
す
る
恣
意
的
介
入
を
制
約
し
よ
う
と
し

た
と
思
わ
れ
る
。
信
長
は
、
礼
銭
を
媒
介
と
し
た
寺
社
と
家
臣
と
の
癒
着
関
係
を
断
ち
切
り
、
寺
社
を
自
分
に
直
接
に
従
属
さ
せ
、
寺
社
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
直
接
支
配
の
強
化
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
天
正
一
〇
年
に
、
礼
銭
免
除
が
は
じ
め
て
確
固
た
る
政
策
と
し
て
成
立
し
た
の
は
、
織
田
政
権
の
寺
社
勢
力
に
対
す
る
圧
倒
的
優
位
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織田政権における寺社支翫の構造（朴）

が
確
実
に
な
っ
た
と
い
う
当
時
の
状
況
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。

　
信
長
は
す
で
に
永
禄
一
二
年
の
段
階
で
、
フ
ロ
イ
ス
に
「
外
国
人
な
る
が
故
に
免
許
状
の
た
め
、
金
又
は
銀
を
受
く
る
時
は
好
き
評
判
の
伝

　
　
　
　
　
　
⑯

は
ら
ざ
る
恐
あ
り
」
と
し
、
制
札
銭
を
免
除
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、
礼
銭
を
取
ら
な
い
の
が
好
評
判
に
つ
な
が
る
と
認
識
し
て

い
た
。
し
か
し
織
田
政
権
の
力
が
不
十
分
で
、
寺
社
か
ら
軍
事
金
と
し
て
礼
銭
を
と
ら
ざ
る
え
な
い
段
階
で
は
、
礼
銭
免
除
の
政
策
を
全
面
的

に
実
施
で
き
ず
、
「
無
償
で
下
賜
さ
れ
る
」
政
策
に
転
換
す
る
た
め
に
は
、
寺
社
に
対
し
て
圧
倒
的
優
位
に
立
つ
天
正
一
〇
年
を
待
た
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
転
換
の
徴
候
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
天
正
八
年
七
月
、
信
長
は
本
願
寺
に
「
為
祝
儀
、
青
鳥
殊
太
刀
一
腰
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

銀
子
千
両
到
来
、
喜
悦
細
革
候
、
仰
黄
金
三
百
両
相
寸
秒
候
、
表
祝
詞
計
候
」
と
い
う
文
書
を
出
し
た
。
礼
銭
を
納
め
続
け
て
き
た
信
長
が
従

来
と
は
異
な
っ
て
逆
に
、
黄
金
三
百
両
と
い
う
雁
大
な
金
額
を
返
礼
と
し
て
、
本
願
寺
に
お
く
っ
た
。
し
か
も
、
信
長
は
む
し
ろ
約
三
倍
以
上
の

価
値
を
持
つ
金
額
を
本
願
寺
に
与
え
る
、
そ
れ
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
不
思
議
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
段
階
に
至
る
と
信
長
は
、
も
っ
ぱ
ら
礼
銭
に
依
存
し
て
い
た
室
町
幕
府
と
も
、
そ
れ
以
前
の
自
分
と
も
一
線
を
画
す
る
も
の
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
寺
社
か
ら
礼
銭
を
と
る
存
在
か
ら
、
も
は
や
そ
れ
さ
え
い
ら
な
い
寺
社
の
上
に
君
臨
す
る
存
在
に
変
身
を
と
げ
は
じ
め
た
た
め
で
あ

っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
あ
ら
わ
れ
た
高
野
山
に
対
す
る
悔
返
し
の
主
張
も
こ
れ
と
連
続
性
を
も
ち
、
天
正
一
〇
年
に
お
け
る
礼
銭
免
除

の
政
策
は
ま
さ
に
、
か
か
る
傾
向
の
帰
結
点
だ
っ
た
。
そ
れ
は
寺
社
勢
力
を
掌
握
し
た
「
武
家
」
織
田
政
権
の
成
立
を
、
内
外
に
示
し
た
も
の

で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
中
世
と
は
異
な
る
方
向
性
を
保
つ
信
長
の
「
悔
返
し
」
「
取
次
銭
」
免
除
の
方
針
は
、
そ
の
後
秀
吉
に
継
承
・
発
展
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

①
以
後
、
熱
田
社
は
弘
治
年
聞
の
社
領
安
堵
や
竹
木
・
習
事
の
免
除
、
永
禄
五
年
の

　
六
十
六
部
二
曹
衆
の
往
来
保
証
、
天
正
四
年
の
神
職
安
堵
な
ど
様
々
な
保
護
を
信
長

　
か
ら
受
け
た
（
『
信
長
文
書
』
上
、
　
・
一
九
・
」
二
・
二
二
・
三
一
・
六
二
〇
号
）
。

②
『
信
長
文
書
』
上
、
一
七
頁
。

③
元
亀
元
年
三
月
、
信
長
は
山
城
大
住
庄
の
代
官
で
あ
る
一
色
藤
長
を
排
除
し
、

　
こ
の
地
に
対
す
る
曇
華
院
の
守
護
不
入
の
特
権
を
認
め
、
同
院
の
磁
轄
領
と
し
て
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安
堵
し
た
（
噸
信
長
文
書
』
上
、
　
一
一
五
号
）
。
し
か
し
排
除
さ
れ
た
義
昭
の
側
近

　
で
あ
る
～
色
藤
長
の
抵
抗
も
続
く
、
元
亀
二
年
七
月
、
信
長
は
再
び
、
そ
れ
を
剃

　
止
し
て
い
る
。
信
長
は
「
境
内
無
煩
様
二
御
下
知
等
明
白
候
扁
（
噸
信
長
文
書
臨
上
、

　
二
八
九
号
）
と
し
、
義
昭
を
全
射
に
出
し
な
が
ら
も
、
「
殊
更
信
長
別
而
執
申
た

　
る
条
、
若
稲
違
候
て
ハ
、
外
聞
も
無
是
非
候
、
無
異
儀
之
様
二
御
馳
走
簡
要
候
扁

　
硫
信
長
文
書
㎞
上
、
二
九
〇
号
）
と
、
実
は
あ
く
ま
で
自
分
の
「
面
目
」
を
か

　
け
て
、
「
御
女
罫
線
」
（
『
信
長
文
誉
』
上
、
二
八
九
号
）
無
視
さ
れ
て
い
る
曇
華

　
院
を
保
護
し
て
い
る
。

④
永
禄
～
二
年
二
月
、
幕
府
の
祈
願
所
で
あ
る
摂
津
引
回
寺
に
下
し
た
朱
印
状

　
（
開
信
長
文
誉
隔
週
、
一
四
九
号
）
。

⑤
『
信
長
文
書
』
上
、
一
四
二
号
。

⑥
『
信
長
文
書
』
上
、
二
〇
九
号
。

⑦
『
信
長
公
記
』
巻
三
・
四
・
五
、
『
信
長
文
書
臨
上
、
王
六
四
号
。

⑧
剛
脚
長
文
書
臨
下
、
五
三
五
号
。

⑨
『
信
長
文
書
』
下
、
四
九
三
暑
。

⑩
『
信
長
文
書
偏
補
、
一
五
二
号
。

⑪
噸
兼
見
卿
記
轍
（
史
料
論
集
本
）
天
正
王
年
十
　
月
十
五
日
条
。

⑫
魍
高
野
山
文
書
輪
家
わ
け
一
ノ
ニ
（
大
日
本
古
文
書
）
三
三
二
号
。

⑬
笠
松
宏
至
一
法
と
言
葉
の
中
世
史
隔
（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
一
三
〇
頁
。

⑭
同
右
門
仏
物
・
黒
物
・
人
物
」
。

⑮
「
室
町
家
御
内
書
案
」
㎎
申
世
法
制
史
料
集
臨
第
二
巻
・
室
町
幕
府
法
（
岩
波

　
轡
店
、
一
九
五
七
年
）
二
七
七
～
二
七
九
頁
。

⑯
㎎
大
徳
寺
文
書
山
家
わ
け
十
七
ノ
一
（
大
日
本
古
文
書
）
一
〇
百
万
。

⑰
門
鹿
王
院
文
書
」
九
（
京
都
大
学
所
蔵
影
写
本
）
。

⑱
隅
東
福
寺
文
書
隔
家
わ
け
二
十
ノ
三
（
大
日
本
古
文
書
）
五
三
七
号
。

⑲
「
長
福
寺
重
書
抄
偏
（
石
井
進
噸
長
福
等
文
書
の
研
究
睡
山
州
出
版
社
、
一
九

九
二
年
、
一
二
〇
八
号
）
。

⑳
「
東
寺
文
書
」
（
上
島
有
『
東
寺
文
害
聚
英
睦
同
朋
舎
出
版
、
～
九
八
五
年
、

　
四
七
九
号
）
。

⑳
門
泉
涌
寺
文
書
扁
『
泉
涌
寺
史
帳
資
料
編
；
孟
号
。

⑫
「
諏
訪
明
神
社
文
書
扁
『
新
編
甲
州
古
文
群
口
第
二
。

⑬
　
礼
銭
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
は
様
々
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
研
究

　
は
未
だ
充
分
で
は
な
い
状
況
で
あ
る
。
田
中
浩
司
氏
は
礼
銭
の
用
例
を
、
①
訴
訟
、

　
②
文
書
発
給
、
③
補
任
料
、
④
将
軍
の
御
成
・
代
替
り
、
⑤
合
戦
と
五
つ
に
分
類

　
し
て
い
る
（
同
「
中
世
後
期
に
お
け
る
「
礼
銭
」
門
礼
物
」
の
授
受
に
つ
い
て
」

　
噸
経
済
学
論
纂
』
（
中
央
大
）
三
五
巻
四
号
、
～
九
九
四
年
）
。

⑳
　
山
室
恭
子
噸
中
世
の
な
か
に
生
ま
れ
た
近
世
臨
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）

　
一
一
七
四
頁
。

⑳
　
関
凹
右
、
二
九
六
頁
。

⑳
｝
同
右
、
二
七
六
頁
。
　
一
方
奥
野
氏
は
こ
の
政
策
に
つ
い
て
、
御
判
銭
・
取
次

　
銭
・
筆
耕
等
の
免
除
の
か
わ
り
に
、
織
田
政
権
は
別
の
礼
銭
を
と
っ
て
い
た
と
の

　
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、
根
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
（
同
『
信
長
文
書
』
下
、

　
七
＝
｝
頁
）
。
し
か
し
、
か
か
る
多
く
の
事
例
が
特
に
こ
の
暁
期
、
こ
の
地
域
に

　
か
ぎ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
が
油
目
さ
れ
る
。
信
長
に
礼
銭
徴
収
の
意
図
が
あ

　
れ
ば
従
来
通
り
で
十
分
で
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
必
要
は
な
い
。

　
文
字
逓
り
信
長
に
よ
る
礼
銭
免
除
で
あ
り
、
山
室
氏
の
よ
う
に
、
従
来
の
礼
銭
政

　
策
の
転
換
と
み
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
　
「
臼
本
耶
蘇
嵐
A
年
報
」
『
信
長
文
士
』
上
、
　
一
六
＝
窟
万
。

⑳
　
　
『
信
長
文
書
㎞
補
、
二
八
号
。
寺
社
で
は
な
い
が
、
天
正
四
年
十
一
月
、
杣
大
鋸

　
引
・
鍛
冶
・
桶
結
・
屋
葺
ら
職
人
に
「
棟
別
・
臨
時
段
銭
・
入
夫
礼
銭
・
礼
米
・

　
地
下
並
以
下
」
を
一
切
免
除
し
た
事
例
も
あ
る
（
『
信
長
文
書
腕
下
、
六
七
二
号
）
。

⑳
天
正
三
年
九
月
、
当
時
越
前
大
野
郡
内
を
支
配
し
て
い
た
金
森
至
近
は
、
領
内
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の
折
立
称
名
寺
に
「
制
札
銭
・
上
使
銭
輪
差
出
銭
之
事
、
一
切
不
可
出
、
若
何
か
と

　
違
乱
輩
於
在
之
ハ
、
早
々
可
注
進
襲
撃
者
也
」
（
門
称
名
寺
文
書
」
『
福
井
県
史
馳

　
資
料
編
七
）
と
い
う
内
容
の
禁
制
を
出
し
て
い
た
。

⑳
　
　
噌
信
長
文
書
㎞
下
、
八
二
五
号
。

⑳
　
　
噸
信
長
文
書
臨
下
、
四
三
六
頁
。

⑳
　
滝
沢
武
雄
隅
日
本
の
貨
幣
の
歴
史
隔
（
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
九
六
年
）
一
六
二
頁
。

⑬
　
　
「
片
桐
文
書
」
（
宮
川
満
『
太
閤
検
地
論
』
第
三
部
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九

　
山
ハ
＝
纂
†
、
　
＝
當
諾
四
頁
）
。

⑭
　
　
「
一
柳
文
書
」
噸
太
閤
検
地
論
輪
第
三
部
、
三
一
　
五
頁
。

⑳
　
特
に
こ
の
取
次
銭
の
禁
止
は
、
秀
吉
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
天
正
十
八
年
八
月
、

　
秀
吉
は
石
田
三
成
に
宛
て
「
御
制
札
御
判
銭
掟
」
を
出
し
、
制
札
銭
の
値
段
を
新

　
た
に
定
め
た
。
そ
れ
は
礼
銭
を
在
所
の
規
模
に
よ
っ
て
分
類
し
、
①
［
上
之
所
者
、

　
永
楽
銭
三
貫
弐
百
文
宛
可
上
之
事
」
門
中
要
所
者
、
同
弐
貫
弐
百
文
宛
可
上
之
事
」

　
「
下
之
所
者
、
同
壱
貫
弐
百
文
宛
可
上
之
事
」
、
②
「
此
外
二
取
次
銭
以
下
不
可

　
出
之
」
、
③
「
御
判
銭
之
儀
者
、
永
楽
二
て
も
金
子
に
て
も
如
相
場
可
上
之
、
筆

　
切
弐
百
正
儀
者
、
｝
円
二
永
楽
二
て
可
上
之
事
」
と
さ
れ
る
（
「
本
法
寺
文
書
」

　
魍
太
閤
検
地
論
触
書
三
部
、
三
六
〇
頁
）
。
秀
吉
も
、
②
の
よ
う
に
取
次
銭
の
禁

　
止
を
通
じ
、
家
臣
の
恣
意
が
入
る
余
地
を
防
い
で
い
た
の
が
注
暦
さ
れ
る
。

⑳
注
⑳
と
同
。

⑰
　
　
噸
信
長
文
書
撫
下
、
八
七
六
号
。

お
　
わ
　
り
　
に

織田政権における寺社支配の構造（朴）

　
五
山
に
対
す
る
人
的
支
配
権
の
象
徴
で
あ
る
公
帖
発
給
は
、
依
然
と
し
て
義
昭
が
掌
握
し
て
お
り
、
信
長
が
こ
こ
に
介
入
し
た
事
例
は
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

見
あ
た
ら
な
い
。
五
山
系
寺
院
の
寺
領
は
、
天
竜
寺
の
よ
う
に
、
知
行
安
堵
を
保
証
す
る
信
長
の
朱
印
状
を
得
て
こ
そ
、
保
護
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
だ
が
、
信
長
が
五
山
系
寺
院
の
人
事
権
に
干
渉
し
た
事
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
寺
社
内
部
へ
の
介
入
に
は
基
本
的
に
消
極
的
姿
勢
を

示
し
て
い
た
。
天
正
九
年
一
〇
月
、
宇
治
平
等
院
領
に
対
し
て
訴
訟
が
発
生
し
た
際
も
、
信
長
は
「
所
詮
、
於
彼
院
主
者
、
為
宇
治
内
之
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

此
方
代
官
二
申
付
候
、
至
住
持
者
、
信
長
無
案
内
候
」
と
し
、
人
事
の
問
題
に
は
介
入
せ
ず
、
寺
領
だ
け
を
判
決
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　
織
田
政
権
の
政
策
の
中
で
、
保
護
と
弾
圧
の
事
例
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
、
寺
社
支
配
に
お
け
る
信
長
の
限
界
性
を
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
保
護
か
弾
圧
か
は
、
宗
派
と
は
基
本
的
に
関
係
が
な
く
、
信
長
に
味
方
し
忠
節
を
尽
く
せ
ば
保
護
を
、
敵
対
す
れ
ば
弾
圧
を
加
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
弾
圧
・
保
護
の
最
終
的
選
択
権
は
あ
く
ま
で
信
長
が
握
っ
て
お
り
、
保
護
の
側
面
が
重
視
さ
れ
た
室
町
幕
府
に
比

べ
一
歩
進
ん
だ
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
比
叡
山
焼
打
ち
の
場
合
も
最
初
か
ら
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
信
長
は
自
分
に
敵
対
し
な
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③

い
限
り
弾
圧
を
加
え
る
用
意
は
全
く
な
く
、
し
か
も
「
於
忠
節
之
輩
者
、
難
論
一
揆
等
其
罪
免
、
本
知
勿
論
、
依
其
身
働
新
知
可
充
行
」
と
、

～
度
敵
対
し
た
寺
社
さ
え
、
降
服
し
忠
節
を
つ
く
せ
ば
、
ゆ
る
さ
れ
保
護
さ
れ
た
よ
う
に
、
結
局
は
寺
社
が
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
の
か
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
信
長
が
自
分
を
敵
対
す
る
寺
社
だ
け
を
「
悪
僧
」
と
し
、
そ
の
武
力
に
つ
い
て
は
徹
底
的
な
解

体
を
試
み
な
が
ら
も
、
自
分
に
味
方
し
た
寺
社
の
「
武
力
」
は
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
二
重
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
信

長
の
寺
社
支
配
は
依
然
と
し
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
天
正
三
年
を
境
に
こ
れ
と
は
異
な
る
土
窯
が
あ
ら
わ
れ
た
。
織
田
政
権
の
中
央
政
権
化
に
と
も
な
い
、
洛
中
洛
外
の
全
寺
社
を
対

象
と
し
た
＝
括
的
」
保
護
政
策
が
は
じ
め
て
成
立
し
た
。
ま
た
本
願
寺
が
屈
服
し
た
天
正
八
年
以
降
は
、
寺
社
に
軍
事
的
忠
節
を
要
求
す
る

事
例
自
体
が
突
然
消
え
て
し
ま
う
現
象
が
現
れ
た
。
信
長
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
寺
社
の
武
力
に
頼
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
守
護
不
入
な
ど
特
別
な
保
護
を
与
え
る
事
例
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
敵
対
勢
力
が
激
減
し
、
も
は
や
特
別
に
優

遇
す
る
必
要
が
あ
る
寺
社
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
信
長
は
天
正
八
年
、
本
願
寺
の
礼
銭
銀
千
両
に
対
し
て
黄
金
三
百
両
を
返
し
、
も
は
や
自
分
と
寺
社
と
は
同
格
で
な
い
こ
と
を
内
外
に
示
し

た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
あ
ら
わ
れ
た
金
剛
峯
寺
の
寄
進
地
に
対
す
る
「
悔
返
し
」
主
張
も
、
中
世
・
伝
統
的
観
念
を
超
越
し
よ
う
と
し
た
信

長
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
、
天
正
一
箇
年
、
甲
・
信
地
方
の
「
礼
金
免
除
」
政
策
は
、
ま
さ
に
か
か
る
傾
向
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
の

よ
う
に
、
寺
社
か
ら
礼
銭
を
と
り
続
け
て
い
た
織
田
政
権
の
寺
社
政
策
は
、
こ
の
時
点
で
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
天
正
～
○
年
、

取
次
銭
が
禁
止
さ
れ
、
家
臣
ら
に
よ
る
寺
社
に
対
す
る
恣
意
的
搾
取
や
介
入
が
抑
棚
さ
れ
た
よ
う
に
、
寺
社
は
も
っ
ぱ
ら
保
護
の
対
象
と
な
っ

た
。
「
寺
家
」
の
上
に
君
臨
す
る
「
武
家
」
織
田
政
権
の
指
向
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
や
が
て
か
か
る
政
策
は
「
悔
返
し
」
と

と
も
に
秀
吉
の
寺
社
政
策
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
嘲
信
長
文
書
』
下
、
八
九
三
号
。
　
　
　
　
　
　
　

③
「
誠
照
寺
文
書
」
『
福
井
県
史
輪
資
料
編
五
。

　
②
『
信
長
文
書
臨
下
、
九
六
ヨ
万
。
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The　Management　of　Religious　lnstitutions　by　the　Oda　Regime

by

PARK　Sucheol

　　There　are　two　conflicting　theories　regarding　the　characteristics　of　management

of　religious　institutions　under　the　Oda　regime，　but　both　theories　lack　adequate

explanation　about　the　system．　Thus　this　paper　coRsiders　the　regime’s　principle　and

structure　of　the　management　system　of　slrrines　and　tempJes．

　　In　Chapter　1，　the　characteristics　of　Nobunaga’s　management　of　religious

institutions　can　be　divided　into　three　different　categories；　overa11　oppression，

overall　protection　and　partial　protection．　ln　this　paper，　1　ai　gued　that　these　three

categories　were　neither　confronting　nor　contrary　to　each　other；　in　fact，　they　co－

existed．　This　paper　examines　the　basis　on　and　criteria　uRder　which　Nobunaga

divided　the　system　into　3　categories，　and　mentions　the　concept　of　loyalty－

protection　and　resistance－oppression．　lncreasingly，　Nobunaga　demanded　military

duty　as　a　sign　of　loyalty　to　him　around　the　TeRsho　period　but　his　demand　subsided

as　the　regime　secured　stabMty．　This　paper　will　a｝so　examine　the　irnplication　of　this

phenomenon．

　　Chapter　2　considers　the　development　of　managemeRt　over　religious　institutions

during　the　Oda　regirne．　1　will　exarnine　implications　of　Nobunaga’s　call　for

recaptu血g（弓返し）the　Koyasan　temple　in　the　Tensho　8，　and　point　out　that

Nobunaga　tried　to　break　away　from　the　Middle　Age　concept．　The　recapturing　plan

was　carried　over　to　the　Toyotomi　regime　ar｝d　was　included　in　his　policy

framework．　In　relation　to　the　1～eisen（礼銭）Exemption　policy，　which　was　carried

out　in　Kai　and　Shinano　provinces　under　Nobunaga’s　commaRd　in　Tensho　10，　the

enlphasis　was　placed　on　the　clause　prohibiting　corrmission（取次銭），which　was

also　included　in　the　poHcy丘amework．　From　the　previous　period，　Nobunaga，　hke

Muromachi　Bakufu，　found　it　difificult　to　depart　from　the　Reisen　stmcture，　which

ltad　become　customary　and　used　to　be　carried　out　since　the　Middle　Ages．　The

Reisen　Exemption　policy　was　the　indication　of　Nobunaga’s　effort　to　reform　the　old

structure　and　tkerefore，　the　Year　of　Tensho　10　should　be　seeR　as　one　of　tke

deimg　moments　in　the　annals　of　the　Oda　Regirne．
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